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［ー 議案第23号--]
茅ヶ崎市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

及び茅ヶ崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例について

1 提案の理由

介護保険法の改正に伴い、所要の規定を整備するため提案する。

2 根拠法規

介護保険法（平成 9年法律第 12 3号）第 78条の 2第 4項第 1号及び第 78条の 4

第 2項

3 条例の概要

(1) 茅ヶ崎市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例関係

所要の規定を整備することとした。（第 3条関係）

(2) 茅ヶ崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例関係

所要の規定を整備することとした。（第 19 0条関係）

(3) この条例は、令和 6年 4月 1日から施行することとした。
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茅ヶ崎市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例及び茅ヶ崎市指

定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例新1日対照表

改 正 後 改 正 前

（茅ヶ崎市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部改正）

（指定地域密着型サービス事業者の指定に係る

申請者の資格）

第 3条法第78条の 2第4項第 1号の条例で定

める者は、法人又は病床を有する診療所を開設

している者（法第8条 第23項第 1号に掲げる

サービス

に係る指定の申請に限る。）とする。

（指定地域密着型サービス事業者の指定に係る

申請者の資格）

第 3条法第78条の 2第4項第 1号の条例で定

める者は、法人又は病床を有する診療所を開設

している者（複合型サービス（看護小規模多機

能型居宅介護（介護保険法施行規則（平成 11 

年厚生省令第 36号）第 17条の 12に規定す

る看護小規模多機能型居宅介護をいう。）に限

る。）に係る指定の申請に限る。）とする。

（茅ヶ崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正）

第 19 0条指定地域密着型サービスに該当する

複合型サービス（法第 8条第 23項第 1号に規

定するもの に限る。以

下この章において「指定看護小規模多機能型居

宅介護」という。）の事業は、指定居宅サービ

ス等基準省令第 59条に規定する訪問看護の基

本方針及び第81条に規定する小規模多機能型

居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなけ

ればならない。

第 19 0条指定地域密着型サービスに該当する

複合型サービス（施行規則第 17条の 12に規

定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。以

下この章において「指定看護小規模多機能型居

宅介護」という。）の事業は、指定居宅サービ

ス等基準省令第59条に規定する訪問看護の基

本方針及び第81条に規定する小規模多機能型

居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなけ

ればならない。
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茅ヶ崎市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例及び茅ヶ崎

市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例参照条文

0介護保険法（全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等

の一部を改正する法律（令和 5年法律第 31号）第 13条の規定による改正後のもの

第八条略

2 

｝略

2 2 

旦立 この法律において「複合型サービス」とは、居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護

、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、

短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護

、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二種類以上組み合わ

せることにより提供されるサービスのうち、次に掲げるものをいう。

ニ 訪間看護及び小規模多機能型居宅介護を一体的に提供することにより、居宅要介護者について

、その者の居宅において、又は第十九項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若し

くは短期間宿泊させ、日常生活上の世話及び機能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助

を行うもの

二 前号に掲げるもののほか、居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効

率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるもの

2 4 

｝略

2 9 

（指定地域密着型サービス事業者の指定）

第七十八条の二 第四十二条の二第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、地域密

着型サービス事業を行う者（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、

老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が二十九人以下であ

って市町村の条例で定める数であるものの開設者）の申請により、地域密着型サービスの種類及び

当該地域密着型サービスの種類に係る地域密着型サービス事業を行う事業所（第七十八条の十三第

一項及び第七十八条の十四第一項を除き、以下この節において「事業所」という。）ごとに行い、

当該指定をする市町村長がその長である市町村が行う介護保険の被保険者（特定地域密着型サービ

スに係る指定にあっては、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている

住所地特例適用要介護被保険者を含む。）に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型

介護サービス費の支給について、その効力を有する。

2 市町村長は、第四十二条の二第一項本文の指定をしようとするときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3 都道府県知事は、地域密着型特定施設入居者生活介護につき市町村長から前項の届出があった場

合において、当該申請に係る事業所の所在地を含む区域（第百十八条第二項第一号の規定により当

該都道府県が定める区域とする。）における介護専用型特定施設入居者生活介譲の利用定員の総数

及び地域密着型特定施設入居者生活介護の利用定員の総数の合計数が、同条第一項の規定により当

該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護専用型特定施設

入居者生活介護の必要利用定員総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数の

合計数に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると

認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認

めるときは、当該市町村長に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

4 市町村長は、第＝項の車請があった場合において、次の各号（病院又は診痰所により行われる複
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合型サービス（厚生労働省令で定めるものに限る。第六項において同じ。）に係る指定の申請にあ

っては、第六号の二、第六号の三、第十号及び第十二号を除く。）のいずれかに該当するときは、

第四十二条の二第一項本文の指定をしてはならない。

ニ 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。

二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第七十八条の四第一項の市町村

の条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又は同条第五項に規定する指定地

域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たしていないとき。

三 申請者が、第七十八条の四第二項又は第五項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備

及び運営に関する基準に従って適正な地域密着型サービス事業の運営をすることができないと認

められるとき。

四 当該申請に係る事業所が当該市町村の区域の外にある場合であって、その所在地の市町村長（

以下この条において「所在地市町村長」という。）の同意を得ていないとき。

四の二 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな

るまでの者であるとき。

五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規

定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者で

あるとき。

五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ

、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五の三 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の

規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間に

わたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者

であるとき。

六 申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、第七十八条の十（第二号から第

五号までを除く。）の規定により指定（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者

生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。）を取り消され、

その取消しの日から起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合

においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日

以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み

、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前

六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないも

のを含む。）であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型サービス事業者の指定

の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するため

の当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の

当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この

号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとし

て厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

六の二 申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、第七十八条の十（第二号か

ら第五号までを除く。）の規定により指定（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入

居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定に限る。）を取り消さ

れ、その取消しの日から起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である

場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六

十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを

含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった

日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しな

いものを含む。）であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型サービス事業者の
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指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止する

ための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その

他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、

この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの

として厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

六の三 申請者と密接な関係を有する者（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定

の申請者と密接な関係を有する者を除く。）が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除く

。）の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。

ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の

取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サー

ビス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定

地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取

消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるも

のに該当する場合を除く。

七 申請者が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除く。）の規定による指定の取消しの処

分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしな

いことを決定する日までの間に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者（

当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）又は第七十八条の八の規定による指定の

辞退をした者（当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出又は指定の

辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

七の二 前号に規定する期間内に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出又は第七十

八条の八の規定による指定の辞退があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以

内に当該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。）の役員等若

しくは当該届出に係る法人でない事業所（当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く

。）の管理者であった者又は当該指定の辞退に係る法人（当該指定の辞退について相当の理由が

ある法人を除く。）の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人でない事業所（当該指定の辞退

について相当の理由があるものを除く。）の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の日

から起算して五年を経過しないものであるとき。

八 申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者

であるとき。

九 申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人で、その役員等のうちに第

四号の二から第六号まで又は前三号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。

十 申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人で、その役員等のうちに第

四号の二から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者の

あるものであるとき。

十一 申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人でない事業所で、その管

理者が第四号の二から第六号まで又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者であるとき

十二 申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人でない事業所で、その管

理者が第四号の二から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第八号までのいずれかに該当

する者であるとき。

旦 市町村が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるもの

とする。

6 市町村長は、第一項の申請があった場合において、次の各号（病院又は診療所により行われる複



-171-

--0123456789

合型サービスに係る指定の申請にあっては、第一号の二、第一号の三、第三号の二及び第三号の四

から第五号までを除く。）のいずれかに該当するときは、第四十二条の二第一項本文の指定をしな

いことができる。

一 申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、第七十八条の十第二号から第五

号までの規定により指定（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。）を取り消され、その取消しの

日から起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合においては、

当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法

人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を

取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に

当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）

であるとき。

ーの二 申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、第七十八条の十第二号から

第五号までの規定により指定（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護

又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定に限る。）を取り消され、その取消

しの日から起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合において

は、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当

該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指

定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以

内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む

。）であるとき。

ーの三 申請者と密接な関係を有する者（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定

の申請者と密接な関係を有する者を除く。）が、第七十八条の十第二号から第五号までの規定に

より指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。

二 申請者が、第七十八条の十第二号から第五号までの規定による指定の取消しの処分に係る行政

手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定

する日までの間に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃

止について相当の理由がある者を除く。）又は第七十八条の八の規定による指定の辞退をした者

（当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出又は指定の辞退の日から

起算して五年を経過しないものであるとき。

二の二 申請者が、第七十八条の七第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日（当

該検査の結果に基づき第七十八条の十の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否か

の決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請

者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう

。）までの間に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止

について相当の理由がある者を除く。）又は第七十八条の八の規定による指定の辞退をした者（

当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出又は指定の辞退の日から起

算して五年を経過しないものであるとき。

二の三 第二号に規定する期間内に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出又は第七

十八条の八の規定による指定の辞退があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日

以内に当該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。）の役員等

若しくは当該届出に係る法人でない事業所（当該事業の廃止について相当の理由があるものを除

く。）の管理者であった者又は当該指定の辞退に係る法人（当該指定の辞退について相当の理由

がある法人を除く。）の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人でない事業所（当該指定の辞

退について相当の理由があるものを除く。）の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の

日から起算して五年を経過しないものであるとき。
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三 申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人で、その役員等のうちに第

一号又は前三号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。

三の二 申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人で、その役員等のうち

に第一号の二又は第二号から第二号の三までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

三の三 申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人でない事業所で、その

管理者が第一号又は第二号から第二号の三までのいずれかに該当する者であるとき。

三の四 申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人でない事業所で、その

管理者が第一号の二又は第二号から第二号の三までのいずれかに該当する者であるとき。

四 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護につき第一項の申請があった場合において、当該市町村又は当該申請に係る

事業所の所在地を含む区域（第百十七条第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域とす

る。以下この号及び次号イにおいて「日常生活圏域」という。）における当該地域密着型サービ

スの利用定員の総数が、同条第一項の規定により当該市町村が定める市町村介護保険事業計画に

おいて定める当該市町村又は当該日常生活圏域における当該地域密着型サービスの必要利用定員

総数に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると

認めるとき、その他の当該市町村介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認める

とき。

五 地域密着型通所介護その他の厚生労働省令で定める地域密着型サービスにつき第一項の申請が

あった場合において、第四十二条の二第一項本文の指定を受けて定期巡回・随時対応型訪問介護

看護等（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスであって、定期巡回・随時対応型訪問介護

看護、小規模多機能型居宅介護その他の厚生労働省令で定めるものをいう。）の事業を行う者の

当該指定に係る当該事業を行う事業所（イにおいて「定期巡回・随時対応型訪間介護看護等事業

所」という。）が当該市町村の区域にある場合その他の厚生労働省令で定める場合に該当し、か

つ、当該市町村長が次のいずれかに該当すると認めるとき。

イ 当該市町村又は当該定期巡回・随時対応型訪間介護看護等事業所の所在地を含む日常生活圏

域における地域密着型サービス（地域密着型通所介護その他の厚生労働省令で定めるものに限

る。以下このイにおいて同じ。）の種類ごとの量が、第百十七条第一項の規定により当該市町

村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は当該 H常生活圏域における

当該地域密着型サービスの種類ごとの見込量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者

の指定によってこれを超えることになるとき。

ロ その他第百十七条第一項の規定により当該市町村が定める市町村介護保険事業計画の達成に

支障を生ずるおそれがあるとき。

7 市町村長は、第四十二条の二第一項本文の指定を行おうとするとき、又は前項第四号若しくは第

五号の規定により同条第一項本文の指定をしないこととするときは、あらかじめ、当該市町村が行

う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。

8 市町村長は、第四十二条の二第一項本文の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保

するために必要と認める条件を付することができる。

9 第一項の申請を受けた市町村長（以下この条において「被申請市町村長」という。）と所在地市

町村長との協議により、第四項第四号の規定による同意を要しないことについて所在地市町村長の

同意があるときは、同号の規定は適用しない。

1 0 前項の規定により第四項第四号の規定が適用されない場合であって、第一項の申請に係る事業

所（所在地市町村長の管轄する区域にあるものに限る。）について、次の各号に掲げるときは、そ
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れぞれ当該各号に定める時に、当該申請者について、被申請市町村長による第四十二条の二第一項

本文の指定があったものとみなす。

所在地市町村長が第四十二条の二第一項本文の指定をしたとき 当該指定がされた時

二 所在地市町村長による第四十二条の二第一項本文の指定がされているとき 被申請市町村長が

当該事業所に係る地域密着型サービス事業を行う者から第一項の申請を受けた時

1 1 第七十八条の十の規定による所在地市町村長による第四十二条の二第一項本文の指定の取消し

若しくは効力の停止又は第七十八条の十二において準用する第七十条の二第一項若しくは第七十八

条の十五第一項若しくは第三項（同条第五項において準用する場合を含む。）の規定による第四十

二条の二第一項本文の指定の失効は、前項の規定により受けたものとみなされた被申請市町村長に

よる第四十二条の二第一項本文の指定の効力に影響を及ぼさないものとする。

第七十八条の四 指定地域密着型サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で

定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定地域密着型サービスに従事する従業者を有

しなければならない。

旦 前項に規定するもののほか、指定地域密着型サービスの事業の＿設備及び運営に関する基準は、市

町村の条例で定める。

3 市町村が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第四号までに掲げる事項については厚

生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第五号に掲げる事項については厚生労働省令で定

める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌

するものとする。

ー 指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

指定地域密着型サービスの事業に係る居室の床面積

認知症対応型通所介護の事業に係る利用定員

指定地域密着型サービスの事業の運営に関する事項であって、利用又は入所する要介護者のサ

ービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとし

て厚生労働省令で定めるもの

五 指定地域密着型サービスの事業（第三号に規定する事業を除く。）に係る利用定員

4 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準（指定地域密着型サービスの取扱い

に関する部分に限る。）を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなけれ

ばならない。

5 市町村は、第三項の規定にかかわらず、同項第一号から第四号までに掲げる事項については、厚

生労働省令で定める範囲内で、当該市町村における指定地域密着型サービスに従事する従業者に関

する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができる。

6 市町村は、前項の当該市町村における指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及

び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めようとするときは、あらかじ

め、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有す

る者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。

7 指定地域密着型サービス事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出をし

たとき又は第七十八条の八の規定による指定の辞退をするときは、当該届出の日前一月以内に当該

指定地域密着型サービス（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。）を受けていた者

又は同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を

受けていた者であって、当該事業の廃止若しくは休止の日又は当該指定の辞退の日以後においても

引き続き当該指定地域密着型サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅

サービス等が継続的に提供されるよう、指定居宅介護支援事業者、他の指定地域密着型サービス事

業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

8 指定地域密着型サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律

に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

二

三

四

0介護保険法施行規則
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（法第七十八条の二第五項の厚生労働省令で定める基準）

第百三十一条の十の二 法第七十八条の二第五項の厚生労働省令で定める基準は、法人又は病床を有

する診療所を開設している者（複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護に限る。）に係る指

定の申請を行う場合に限る。）であることとする，

0指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（全世代対応型の持続

可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴

う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令（令和 6年厚生労働省令第 4号）第 19 

条の規定による改正後のもの）

（基本方針）

第五十九条 指定居宅サービスに該当する訪問看護（以下「指定訪間看護」という。）の事業は、要

介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復及

び生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

（基本方針）

第百七十条 指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス（法第八条第二十三項第一号に規定

するものに限る。以下この章において「指定看護小規模多機能型居宅介護」という。）の事業は、

指定居宅サービス等基準第五十九条に規定する訪間看護の基本方針及び第六十二条に規定する小規

模多機＿能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならない。

0茅ヶ崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例

第81条 指定地域密着型サービスに該当する小規模多機能型居宅介護（以下「指定小規模多機能型

居宅介護」という。）の事業は、要介護者について、その居宅において、又はサービスの拠点に通

わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入

浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がそ

の有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするものでなけ

ればならない。
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1 1 7 令和 6年 1月 17日 水曜日 官 報 （号外第 11号）

附
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（
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経
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置
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第
二
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こ
の
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令
の
施
行
の
際
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に
あ
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の
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令
に
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前
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（
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お
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「
旧
様
式
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と
い
う
。
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使
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は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

2

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
指
定
地
樹
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

（
基
本
方
針
）

第
百
七
十
条
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
複

定
す
る
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
に
限
る
。
以
下

宅
介
護
」
と
い
う
。
）
の
事
業
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等

針
及
び
第
六
ト
ニ
条
に
規
定
す
る
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

ば
な
ら
な
い
。

~
 

（
基
本
方
針
）

第
百
七
十
条
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
八
条
第
二
十
三
項
第
一
号
に

規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
」
と
い
う
。
）
の
事

業
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
五
十
九
条
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
の
基
本
方
針
及
び
第
六
十
二
条
に
規

定
す
る
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
基
本
方
針
を
踏
ま
え
て
行
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

改

正

後

改

正

前

（

法

第

五

条

の

二

第

七

項

の

厚

生

労

働

省

令

で

定

め

る

サ

ー

ビ

ス

）

（

法

第

五

条

の

一

一

第

七

項

の

厚

生

労

働

省

令

で

定

め

る

サ

ー

ビ

ス

）

第
一
条
の
六
の
二
法
第
五
条
の
二
第
七
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
サ
ー
ビ
ス
は
、
介
護
保
険
法
第
八
条
第
一
第
一
条
の
六
の
二
法
第
五
条
の
二
第
七
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
サ
ー
ビ
ス
は
、
訪
問
看
護
及
び
小
規
模

十
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
に
係
る
も
の
と
す
る
。
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
組
合
せ
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
十
七
条
の
十
二
に

規
定
す
る
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
い
う
。
）
の
う
ち
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
に
係
る
も
の
と
す

る。

（
老
人
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条
老
人
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
厚
生
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る

（
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
代
理
受
領
の
要
件
）

第
六
十
四
条
法
第
四
十
一
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
居
宅
要
介
護
被
保
険
者
が
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
届
宅
療
養
管
理
指
導
及
び
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

（
利
用
期
間
を
定
め
て
行
う
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
を
受
け
る
場
合
で
あ
っ

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
。

イ
・
ロ
（
略
）

ハ
当
該
居
宅
要
介
護
被
保
険
者
が
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
又
は
法
第
八
条
第
二
十
三
項
第
一
号
に
規

定
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
こ
と
に
つ
き
あ
ら

か
じ
め
市
町
村
に
届
け
出
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
が
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
基
準
第
七
十
四
条
第
一
項
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
き
。

二
（
略
）

（略）

（
削
る
）

2
S
4
 
（略）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

]
L
 

2
i
4

（略）

~
 

（
法
第
八
条
第
二
十
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
サ
ー
ビ
ス
）

第
十
七
条
の
十
二
法
第
八
条
第
二
十
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
サ
ー
ビ
ス
は
、
訪
問
看
護
及
び
小
規
模
一

多
機
能
型
居
宅
介
護
の
組
合
せ
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
」

と
い
う
。
）
と
す
る
。

~
~
:
~
.
~
~
 

（
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
代
理
受
領
の
要
件
）

第
六
十
四
条
法
第
四
十
一
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
居
宅
要
介
護
被
保
険
者
が
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
居
宅
療
養
管
理
指
導
及
び
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

（
利
用
期
間
を
定
め
て
行
う
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
を
受
け
る
場
合
で
あ
っ

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
。

イ
・
ロ
（
略
）

ハ
当
該
居
宅
要
介
護
被
保
険
者
が
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
又
は
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を

受
け
る
こ
と
に
つ
き
あ
ら
か
じ
め
市
町
村
に
届
け
出
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

が
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
甚
準
第
七
十
四
条
第
一
項
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
八
十

二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
対
象
と

な
っ
て
い
る
と
き
。

二
（
略
）

（略）
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（
法
第
八
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
療
養
K
の
管
理
及
び
指
導
）

第
九
条
の
二
法
第
八
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
療
養
上
の
管
理
及
び
指
導
の
う
ち
医
師
又
は
歯
科

医
師
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
は
、
居
宅
要
介
護
者
の
居
宅
を
訪
問
し
て
行
う
計
画
的
か
つ
継
続
的
な
医
学
的
管

理
又
は
歯
科
医
学
的
管
理
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
（
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に

規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
の
事
業
者
に
対
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計

画
（
法
第
八
条
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
策
定
等
に
必
要
な
情

報
提
供
．
（
当
該
居
宅
要
介
護
者
の
同
意
を
得
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
当
該
居
宅
要
介
護
者
又
は
そ
の
家

族
等
に
対
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
上
で
の
留
意
点
、
介
護
方
法
等
に
つ
い
て
の
指
導
及
び
助
言
と
す

る。

改

正

後

（
定
款
の
変
更
の
認
可
）

第
三
十
九
条
の
二
十
四
法
第
七
十
条
の
十
八
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
五
十
四
条
の
九
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
定
款
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
次
の
書
類
を
添
付
し
て
、

認

定

都

道

府

県

知

事

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

．

一
・
ニ
（
略
）

2

定
款
の
変
更
が
、
当
該
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
が
新
た
に
法
第
七
十
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
及

び
出
資
を
行
わ
な
い
旨
を
定
款
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
前
項
各
号
の
書
類
の
ほ
か
、
現
に
法
第
七
十

条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
及
び
当
該
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
か
ら
出
資
を
受

け
て
い
る
事
業
者
が
い
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
、
前
項
の
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

定
款
の
変
更
が
、
当
該
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
が
法
第
七
十
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
出
資

を
行
わ
な
い
旨
の
定
め
を
削
除
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
各
号
の
書
類
の
ほ
か
、
当
該
変
更
後
の
当

該
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
の
参
加
法
人
等
の
名
称
及
び
住
所
を
記
載
し
た
書
類
を
、
第
一
項
の
申
請
書
に
添

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

定
款
の
変
更
が
、
当
該
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
が
新
た
に
病
院
等
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
係
る
も

の
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
各
号
の
書
類
の
ほ
か
、
当
該
病
院
等
の
診
療
科
目
、
従
業
者
の
定
員
並
び
に
敷
地

及
び
建
物
の
構
造
設
備
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
、
当
該
病
院
等
の
管
理
者
と
な
る
べ
き
者
の
氏
名
を
記
載
し

た
書
面
並
び
に
定
款
変
更
後
二
年
間
の
事
業
計
画
及
び
こ
れ
に
伴
う
予
算
書
を
、
第
一
項
の
申
請
書
に
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5

（略）

（
公
益
認
定
を
受
け
て
い
る
場
合
の
特
例
）

第
三
十
九
条
の
三
十
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
が
公
益
認
定
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
法
人
で

あ
る
場
合
は
、
法
第
七
十
条
の
三
第
一
項
第
十
九
号
及
び
第
二
十
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

2

（略）

畔
一
＿
’
介
護
保
険
法
施
行
短
則
の
一
部
改
正
）

水
第
十
七
条
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

2

定
款
の
変
更
が
、
当
該
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
が
新
た
に
病
院
等
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
係
る
も

の
で
あ
る
と
き
は
、
前
項
各
号
の
書
類
の
ほ
か
、
当
該
病
院
等
の
診
療
科
目
、
従
業
者
の
定
員
並
び
に
敷
地
及

び
建
物
の
構
造
設
備
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
、
当
該
病
院
等
の
管
理
者
と
な
る
べ
き
者
の
氏
名
を
記
載
し
た

書
面
並
び
に
定
款
変
更
後
二
年
間
の
事
業
計
画
及
び
こ
れ
に
伴
う
予
算
書
を
、
前
項
の
申
請
書
に
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

3

（略）

（

公

益

認

定

を

受

け

て

い

る

場

合

の

特

例

）

．

第
三
十
九
条
の
三
十
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
が
公
益
認
定
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
法
人
で

あ
る
場
合
は
、
法
第
七
十
条
の
三
第
一
項
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

2

（略）

（
法
第
八
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
療
養
上
の
管
理
及
び
指
導
）

第
九
条
の
二
法
第
八
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
療
養
上
の
管
理
及
び
指
導
の
う
ち
医
師
又
は
歯
科

医
師
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
は
、
居
宅
要
介
護
者
の
居
宅
を
訪
問
し
て
行
う
計
画
的
か
つ
継
続
的
な
医
学
的
管

理
又
は
歯
科
医
学
的
管
理
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
（
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に

規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
の
事
業
者
に
対
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計

画
（
法
第
八
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
策
定
等
に
必
要
な
情

報
提
供
（
当
該
居
宅
要
介
護
者
の
同
意
を
得
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
当
該
居
宅
要
介
護
者
又
は
そ
の
家

族
等
に
対
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
上
で
の
留
意
点
、
介
護
方
法
等
に
つ
い
て
の
指
導
及
び
助
言
と
す

る。
（
新
設
）

改

正

前

（
定
款
の
変
更
の
認
可
）

第
三
十
九
条
の
二
十
四
法
第
七
十
条
の
十
八
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
五
十
四
条
の
九
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
定
款
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
次
の
書
類
を
添
付
し
て
、

認
定
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
ニ
（
略
）

（
新
設
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

， 
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（
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
の
申
請
等
）

第
百
九
条
の
十
（
略
）

2
.
3

（
略
）
．

4

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
保
険
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
第
二
項
本
文
の
証
明

書
を
交
付
し
た
者
又
は
当
該
証
明
書
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
を
提
供
し
た
者
に
対
し
、
遅
滞
な

く
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
ニ
（
略
）

三
そ
の
他
高
額
介
護
合
算
療
養
費
等
（
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
保
険
各
法

（
第
百
三
十
四
条
の
．
二
及
び
第
百
五
十
六
条
の
二
に
お
い
て
「
医
療
保
険
各
法
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
高
齢

者
医
療
確
保
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
医
療
合
算
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
高
額
医
療
合
算
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
を
い
う
。
次
項
及
び
次
条
第
四
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
支
給
に
必
要
な
事
項

5
.
6

（略）

第
五
章
費
用
の
負
担

（
出
産
育
児
交
付
調
整
金
額
）

第
百
三
十
四
条
の
二
当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
概
算
出
産
育
児
交
付
金
の
額
（
法
第
百
五
十
二
条
の
四
に
規
定

す
る
概
算
出
産
育
児
交
付
金
の
額
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
同
年
度
の
確
定
出
産
育
児
交
付
金
の
額

（
法
第
百
五
十
二
条
の
五
に
規
定
す
る
確
定
出
産
育
児
交
付
金
の
額
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え

る
場
合
に
お
け
る
出
産
育
児
交
付
調
整
金
額
（
法
第
百
五
十
二
条
の
三
第
一
一
項
に
規
定
す
る
出
産
育
児
交
付
調

整
金
額
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
そ
の
超
え
る
額
（
次
条
に
お
い
て
「
出
産
育
児
交
付
超
過
額
」

と
い
う
。
）
に
次
条
に
規
定
す
る
出
産
育
児
交
付
算
定
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

2

当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
概
算
出
産
育
児
交
付
金
の
額
が
同
年
度
の
確
定
出
産
育
児
交
付
金
の
額
に
満
た
な

い
場
合
に
お
け
る
出
産
育
児
交
付
調
整
金
額
は
、
そ
の
満
た
な
い
額
（
次
条
に
お
い
て
「
出
産
育
児
交
付
不
足

額
」
と
い
う
。
）
に
次
条
に
規
定
す
る
出
産
育
児
交
付
算
定
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

改

正

後

（
新
設
）

5
.
6
 
（略）

第
五
章
費
用
の
負
担

厚
生
労
働
大
臣

全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
三
十
一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会

保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
一
月
十
七
日

全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令

（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
の
申
請
等
）

第
百
九
条
の
十
（
略
）

2
.
3

（略）

4

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
保
険
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
第
二
項
本
文
の
証
明

書
を
交
付
し
た
者
又
は
当
該
証
明
書
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
を
提
供
し
た
者
に
対
し
、
遅
滞
な

く
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（略）

三
そ
の
他
高
額
介
護
合
算
療
養
費
等
（
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
保
険
各
法
若

し
く
は
高
齢
者
医
療
確
保
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額

医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
高
額
医
療
合
算
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
を
い
う
。
次
項
及
び
次
条
第

四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
支
給
に
必
要
な
事
項

改

正

前

武
見

敬一
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第

二

百

一

条

の

次

に

次

の

二

条

を

加

え

る

。

第

二

百

九

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。

（

被

保

険

者

番

号

等

の

利

用

制

限

等

）

第

二

百

九

条

の

二

正

当

な

理

由

が

な

く

て

第

二

百

一

条

の

三

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

報

告

を

せ

ず

、

若

し

く

は

虚

第
二
百
一
条
の
二
厚
生
労
働
大
臣
、
市
町
村
、
介
護
サ
ー
ピ
ス
事
業
者
、
特
定
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
答
弁
を
せ
ず
、

事
業
を
行
う
者
そ
の
他
の
介
護
保
険
事
業
又
は
当
該
事
業
に
関
連
す
る
事
務
の
遂
行
の
た
め
被
保
険
者
番
号
等
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は
正
当
な
理
由
が
な
く
て
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若

（
保
険
者
番
号
（
厚
生
労
働
大
臣
が
介
護
保
険
事
業
に
お
い
て
市
町
村
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
と
し
て
、
市
町
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

村
ご
と
に
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
及
び
被
保
険
者
番
号
（
市
町
村
が
被
保
険
者
の
資
格
を
管
理
す
る
た
め
の
番
号
第
二
百
十
一
条
中
「
法
人
の
代
表
者
」
を
「
法
人
（
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め

と
し
て
、
被
保
険
者
ご
と
に
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
利
用
す
る
者
と
が
あ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
人
格
の
な
い
社
団
等
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
厚
生
労
働
大
臣
等
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
事
業
又
の
代
表
者
（
人
格
の
な
い
社
団
等
の
管
理
人
を
含
む
。
）
」
に
、
「
又
は
第
二
百
九
条
」
を
「
、
第
二
百
九
条
又
は
第
二

は
事
務
の
遂
行
の
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
何
人
に
対
し
て
も
、
そ
の
者
又
は
そ
の
者
以
外
の
者
に
係
る
百
九
条
の
二
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

被
保
険
者
番
号
等
を
告
知
す
る
こ
と
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
。

2

人
格
の
な
い
社
団
等
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
が
そ
の
訴

2

厚
生
労
働
大
臣
等
以
外
の
者
は
、
介
護
保
険
事
業
又
は
当
該
事
業
に
関
連
す
る
事
務
の
遂
行
の
た
め
被
保
険
者
訟
行
為
に
つ
き
当
該
人
格
の
な
い
社
団
等
を
代
表
す
る
ほ
か
、
法
人
を
被
告
人
又
は
被
疑
者
と
す
る
場
合
の
刑
事

番
号
等
の
利
用
が
特
に
必
要
な
場
合
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
何
人
に
対
し
て
も
、
そ
の
訴
訟
に
関
す
る
法
律
の
規
定
を
準
用
す
る
。

者

又

は

そ

の

者

以

外

の

者

に

係

る

被

保

険

者

番

号

等

を

告

知

す

る

こ

と

を

求

め

て

は

な

ら

な

い

。

附

則

斯
罰
叫
罰
詞
鸞
鼠
い
鼠
畠
一
第
い
罰
戸
い
〗
日
：
す
い
十
＿
一
い
い
日
日
辻

一
厚
生
労
働
大
臣
等
が
、
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
、
被
保
険
者
番
号
等
を
告
知
す
る
こ
と
を
求
め
る
と
き
。
五
条
の
二
、
第
八
十
五
条
の
三
第
三
項
並
び
に
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
、
第
六
条
中
高
齢
者
の
医

二
厚
生
労
働
大
臣
等
以
外
の
者
が
、
前
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
、
被
保
険
者
番
号
等
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
四
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
六
条
、
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第

を

告

知

す

る

こ

と

を

求

め

る

と

き

。

．

四

項

の

改

正

規

定

、

同

条

第

五

項

の

改

正

規

定

（

第

四

号

に

掲

げ

る

改

正

規

定

を

除

く

。

）

、

同

法

第

九

条

第

二

項

4

何
人
も
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
業
と
し
て
、
被
保
険
者
番
号
等
の
記
録
さ
れ
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
そ
の
及
び
第
三
項
の
改
正
規
定
、
同
条
第
四
項
の
改
正
規
定
（
第
四
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
同
条
第
五
項
、

者
以
外
の
者
に
係
る
被
保
険
者
番
号
等
を
含
む
情
報
の
集
合
物
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
情
報
を
電
子
計
算
機
を
用
第
七
項
及
び
第
十
項
並
び
に
同
法
第
十
一
条
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第

い
て
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成
し
た
も
の
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
十
五
条
、
第
十
六
条
第
三
項
、
第
百
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
百
五
十
七
条
の
二
の
改
正
規
定
、
第
七
条
の
規
定

記
録
さ
れ
た
情
報
が
他
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
提
供
デ
ー
タ
並
び
に
第
十
二
条
の
規
定
並
び
に
次
条
第
一
項
並
び
に
附
則
第
四
条
、
第
七
条
、
第
八
条
、
第
十
二
条
、
第
十
五

ベ

ー

ス

」

と

い

う

。

）

を

構

成

し

て

は

な

ら

な

い

。

条

、

第

十

七

条

及

び

第

十

八

条

の

規

定

公

布

の

日

「
第
九
節

二
第
八
条
中
医
療
法
の
目
次
の
改
正
規
定
（
「
第
九
節
監
督
（
第
六
十
三
条
ー
第
六
十
九
条
）
」
を
第
十
節

一
厚
生
労
働
大
臣
等
が
、
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
、
提
供
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
成
す
る
と
き
。

二
厚
生
労
働
大
臣
等
以
外
の
者
が
、
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
、
提
供
デ
ー
タ
ベ
ー

ス

を

構

成

す

る

と

き

。

監

督

（

第

六

十

三

条

ー

第

六

十

九

条

L

に
改
め
る
部
分
に
限

5

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
行
為
を
し
た
者
が
医
療
法
人
に
関
す
る
情
報
の
調
査
及
分
析
等
（
第
六
十
九
条
の
二
•
第
六
十
九
条
の
三
）
」

更
に
反
復
し
て
こ
れ
ら
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
行
為
を
し
た
る
。
）
、
同
法
第
六
条
の
三
第
三
項
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
六
章
に
一
節
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
十

者
に
対
し
、
当
該
行
為
を
中
止
す
る
こ
と
を
勧
告
し
、
又
は
当
該
行
為
が
中
止
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
三
条
及
び
第
三
十
一
条
の
規
定
令
和
五
年
八
月
一
日

必

要

な

措

置

を

講

ず

る

こ

と

を

勧

告

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

三

第

三

条

の

規

定

（

第

一

号

に

掲

げ

る

改

正

規

定

を

除

く

。

）

並

び

に

第

五

条

中

地

方

税

法

第

七

百

三

条

の

四

第

三

6

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
者
が
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
項
の
改
正
規
定
（
同
項
第
二
号
二
中
「
国
民
健
康
保
険
法
」
の
下
に
「
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
出

し
、
期
限
を
定
め
て
、
当
該
勧
告
に
従
う
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
産
育
児
交
付
金
を
含
み
、
同
法
」
を
加
え
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
条
第
十
二
項
及
び
第
二
十
項
の
改
正
規
定
並
び

（

報

告

及

び

検

査

）

に

同

法

第

七

百

三

条

の

五

に

一

項

を

加

え

る

改

正

規

定

並

び

に

附

則

第

六

条

及

び

第

二

十

五

条

の

規

定

令

和

六

第
二
百
一
条
の
三
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
年
一
月
一
日

め
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
四
第
四
条
中
国
民
健
康
保
険
法
第
六
十
四
条
及
び
第
八
十
五
条
の
三
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
第
六
条
中
高

て
い
る
と
認
め
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
に
対
し
、
必
要
な
事
項
に
関
し
報
告
を
求
め
、
又
は
当
該
職
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
五
項
の
改
正
規
定
（
「
推
進
」
の
下
に
「
、
医
療
法
第
六
条
の
三
第

員
に
当
該
者
の
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
に
立
ち
入
っ
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
一
項
に
規
定
す
る
か
か
り
つ
け
医
機
能
（
次
条
第
四
項
に
お
い
て
「
か
か
り
つ
け
医
機
能
」
と
い
う
。
）
の
確
保
」

査

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。

を

加

え

る

部

分

に

限

る

。

）

及

び

同

法

第

九

条

第

四

項

の

改

正

規

定

（

「

推

進

」

の

下

に

「

、

か

か

り

つ

け

医

機

能

の

2

第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査
に
つ
い
て
、
同
条
第
四
項
の
規
定
は
前
項
確
保
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
条
中
医
療
法
の
目
次
の
改
正
規
定
（
第
二
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除

の

規

定

に

よ

る

権

限

に

つ

い

て

、

そ

れ

ぞ

れ

準

用

す

る

。

＜

。

）

、

同

法

第

五

条

第

一

項

及

び

第

六

条

の

三

第

一

項

の

改

正

規

定

、

同

法

第

二

章

第

一

節

中

第

六

条

の

四

の

三

第
二
百
五
条
の
三
中
「
者
は
」
を
「
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
に
改
め
、
同
条
各
号
中
「
者
」
を
第
六
条
の
四
の
四
と
し
、
第
六
条
の
四
の
二
を
第
六
条
の
四
の
三
と
し
、
第
六
条
の
四
の
次
に
一
条
を
加
え
る

を

「

と

き

。

」

に

改

め

、

同

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。

改

正

規

定

、

同

法

第

十

六

条

の

二

第

一

項

第

三

号

、

第

二

十

九

条

第

三

項

第

三

号

及

び

第

四

項

第

三

号

並

び

に

第

第
二
百
五
条
の
四
第
二
百
一
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
三
十
条
の
三
第
二
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
三
十
条
の
三
の
二
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
三
十
条
の

者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
四
第
二
項
第
十
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
三
十
条
の
五
、
第
三
十
条
の
六
第
一
項
、
第
三
十
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第
八
十
五
条
の
三
前
条
の
罪
は
、
日
本
国
外
に
お
い
て
同
条
の
罪
を
犯
し
た
者
に
も
適
用
す
る
。
一

第
八
十
七
条
中
「
者
は
」
を
「
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
に
改
め
、
同
条
各
号
中
「
者
」
を
「
と

き
。
」
に
改
め
る
。

第
八
十
九
条
中
「
者
は
」
を
「
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
に
改
め
、
同
条
各
号
中
「
者
」
を
「
と

き
。
」
に
改
め
る
。

第
九
十
条
中
「
法
人
の
代
表
者
」
を
「
法
人
（
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
が
あ

る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
人
格
の
な
い
社
団
等
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

代
表
者
（
人
格
の
な
い
社
団
等
の
管
理
人
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
「
関
し
て
」
の
下
に
「
第
八
十
五
条
の
二
、
」
を
加
え
、

同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2

人
格
の
な
い
社
団
等
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
が
そ
の
訴

訟
行
為
に
つ
き
当
該
人
格
の
な
い
社
団
等
を
代
表
す
る
ほ
か
、
法
人
を
被
告
人
又
は
被
疑
者
と
す
る
場
合
の
刑
事

訴
訟
に
関
す
る
法
律
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
条
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

．

第
五
条
第
三
項
中
「
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
図
る
と
と
も
に
、
医
療
法
第
三
十
条
の
十
八
の
五
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
協
議
の
結
果
（
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
」
に

改
め
る
。

（
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る。
第
十
二
条
第
一
項
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
六
十
九
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
て
行
う
同

法
第
六
十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
統
計
の
作
成
等
及
び
同
法
第
六
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療

法
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

第
十
五
条
第
一
号
中
「
及
び
第
十
一
号
」
を
「
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

（
良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条
良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八

年
法
律
第
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
条
の
三
第
四
項
第
三
号
中
「
三
年
」
を
「
五
年
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
令
和
五
年
九
月
三
十
日
」

を
「
令
和
八
年
十
二
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「第

目
次
中
「
第
十
節
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
（
第
百
十
五
条
の
三
十
五
ー
第
百
十
五
条
の
四
十
四
）
」
を
窮

十
節
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
（
第
百
十
五
条
の
三
十
五
ー
第
百
十
五
条
の
四
十
四
）
に
改
め
る
。

十
一
節
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
経
営
情
報
の
調
査
及
び
分
析
等
（
第
百
十
五
条
の
四
十
四
の
二
）
」

第
五
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3

都
道
府
県
は
、
前
項
の
助
言
及
び
援
助
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
所
又
は
施

設
に
お
け
る
業
務
の
効
率
化
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
そ
の
他
の
生
産
性
の
向
上
に
資
す
る
取
組
が
促
進
さ

れ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

八

条

二

十

三

項

中

ー

問

看

護

小

型

居

宅

介

護

の

組

合

せ

そ

の

の

居

介

護

に

つ

い
て
一
体
的
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
特
に
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
組
合
せ
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ

ス
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
訪
問
看
護
及
び
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
一
体
的
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
居
宅
要
介
護
者
に
つ
い

て
、
そ
の
者
の
居
宅
に
お
い
て
、
又
は
第
十
九
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
サ
ー
ビ
ス
の
拠
点
に
通
わ
せ
、

若
し
く
は
短
期
間
宿
泊
さ
せ
、
日
常
生
活
上
の
世
話
及
び
機
能
訓
練
並
び
に
療
養
上
の
世
話
又
は
必
要
な
診

の
補
助
を
行
う
も
の

二
効
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第
八
条
の
二
第
十
六
項
中
「
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
六
項
」
を
「
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
七
項
」
に
改
め
、
「
職

員
」
の
下
に
「
及
び
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
を
行
う
事
業
所
の
従
業
者
」
を
、
「
計
画

（
以
下
こ
の
項
」
の
下
に
「
、
第
百
十
五
条
の
三
十
の
二
第
一
項
、
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
二
項
第
三
号
」
を
加

え
る
。第

百
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
中
「
設
置
者
」
の
下
に
「
又
は
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
」
を
加
え
る
。

第
百
十
五
条
の
二
十
三
第
三
項
中
「
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
」
を
「
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
一
項
に
規
定

す
る
地
城
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
」
に
改
め
る
。

第
百
十
五
条
の
三
十
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
介
護
予
防
支
援
事
業
に
関
す
る
情
報
提
供
の
求
め
等
）

第
百
十
五
条
の
三
十
の
二
市
町
村
長
は
、
・
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
計
画
の
検
証
の
実
施
に
当
た
っ
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
に
対
し
、

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
実
施
状
況
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

2

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
当
該
指
定
介
護
予
防
支
援
の
事
業
の
適

切
か
つ
有
効
な
実
施
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
に
対
し
、
必
要
な
助
言
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
章
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

第
十
一
節
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
経
営
情
報
の
調
査
及
び
分
析
等

第
百
十
五
条
の
四
十
四
の
二
都
道
府
県
知
事
は
、
地
域
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
介
護
サ
ー
ピ
ス
の
確
保
の
た
め
、

当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
所
又
は
施
設
を
有
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
当
該
事
業
所
又
は
施
設
ご
と
の
収
益

及
び
費
用
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
介
護
サ
ー
ピ
ス
事
業
者
経

営
情
報
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
調
査
及
び
分
析
を
行
い
、
そ
の
内
容
を
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

2

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
経
営
情
報
を
、

当
該
事
業
所
又
は
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

厚
生
労
働
大
臣
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
経
営
情
報
を
収
集
し
、
整
理
し
、
及
び
当
該
整
理
し
た
情
報
の
分

析
の
結
果
を
国
民
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
そ
の
他
の
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
利
用
を
通
じ
て
迅
速
に
提
供

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要
な
施
策
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

4

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、

当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
所
又
は
施
設
を
有
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の

当
該
事
業
所
又
は
施
設
に
係
る
活
動
の
状
況
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

5

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
求
め
に
応
じ
て
情
報
を
提
供
す
る
と
き
は
、
電
磁

的
方
法
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

6

都
道
府
県
知
事
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し

た
と
き
は
、
期
間
を
定
め
て
、
当
該
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
報
告
を
行
い
、
又
は
そ
の
報
告
の
内

容
を
是
正
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

7

都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、
指
定
地
域
密
着
型

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
又
は
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
に
対
し
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
と
き

は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、
指
定

地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
又
は
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
の
指
定
を
し
た
市
町
村
長
に
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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令和 5年 5月 19日 金曜日 官 報 （号外第 106号） 12 

御

名

御

璽

岸

田

文

雄

全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ

．
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
五
月
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

一
全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
＿

健
康
保
険
、
の
口
正
）

第
一
条
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
二
第
三
項
中
「
及
び
同
法
」
を
「
並
び
に
同
法
」
に
、
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等

0

を
「
後
期
高
齢
者

支
援
金
、
後
期
高
齢
者
関
係
事
務
費
拠
出
金
及
び
出
産
育
児
関
係
事
務
費
拠
出
金

0

に
改
め
る
。
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［ 議案第24号

茅ヶ崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例及

び茅ヶ崎市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定め

る条例の一部を改正する条例について

1 提案の理由

介護保険法の改正に伴い、規定を整備するため提案する。

2 根拠法規

介護保険法（平成 9年法律第 12 3号）第 81条第 2項及び第 11 5条の 24第 2項

3 条例の概要

(1) 茅ヶ崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例関係

規定を整備することとした。（第 14条関係）

(2) 茅ヶ崎市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例関

係

規定を整備することとした。（第 3条、第15条関係）

(3) この条例は、令和 6年4月 1日から施行することとした。
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茅ヶ崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例及び茅ヶ崎市指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 後 改 正 前

（茅ヶ崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介獲予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正）

（指定介護予防支援の業務の委託） （指定介護予防支援の業務の委託）

第 14条地域包括支援センターの設置者である 第 14条指定介護予防支援事業者

指定介護予防支援事業者は、法第 11 5条の 2 は、法第 11 5条の 2

3第 3項の規定により指定介護予防支援の一部 3第 3項の規定により指定介護予防支援の一部

を委託する場合には、次に掲げる事項を遵守し を委託する場合には、次に掲げる事項を遵守し

なければならない。 なければならない。

(1) I (1) 
｝ 略 i 略

(4) I (4) 

（茅ヶ崎市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正）

（基本方針） （基本方針）

第 3条略 第 3条略

2 略 2 略

3 略 3 略

4 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支 4 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支

援の事業の運営に当たっては、市、地域包括支 援の事業の運営に当たっては、市、地域包括支

援センター（法第 11 5条の46第 1項に規定 援センター（法第 11 5条の 46第 1項に規定

する地域包括支援センターをいう。第 15条第 する地域包括支援センターをいう。

30号において同じ。）、老人介護支援センタ ）、老人介護支援センタ

- （老人福祉法（昭和 38年法律第 13 3号） 一（老人福祉法（昭和 38年法律第 13 3号）

第 20条の 7の2第 1項に規定する老人介護支 第 20条の 7の2第 1項に規定する老人介護支

援センターをいう。）、他の指定居宅介設支援 援センターをいう。）、他の指定居宅介護支援

事業者、指定介護予防支援事業者（法第 58条 事業者、指定介護予防支援事業者（法第 58条

第 1項に規定する指定介護予防支援事業者をい 第 1項に規定する指定介護予防支援事業者をい

う。以下同じ。）、介護保険施設、指定特定相 う。以下同じ。）、介護保険施設、指定特定相

談支援事業者（障害者の日常生活及び社会生活 談支援事業者（障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律（平成 17年法 を総合的に支援するための法律（平成 17年法

律第 12 3号）第 51条の 17第 1項第 1号に 律第 12 3号）第 51条の 17第 1項第 1号に

規定する指定特定相談支援事業者をいう。）等 規定する指定特定相談支援事業者をいう。）等

との連携に努めなければならない。 との連携に努めなければならない。

5 略 5 略

6 略 6 略

（指定居宅介護支援の具体的取扱方針） （指定居宅介護支援の具体的取扱方針）

第 15条指定居宅介護支援の方針は、第 3条に第 15条指定居宅介護支援の方針は、第 3条に

規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱 規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱

方針に基づき、次に掲げるところによるものと 方針に基づき、次に掲げるところによるものと

する。 する。

(1) （l) 

｝略 ！略

(29) I (29) 
(30) 指定居宅介護支援事業者は、法第 11 5 I (3o) 指定居宅介護支援事業者は、法第 11 5 
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条の 23第3項の規定に基づき、地域包括支

援センターの設置者である指定介護予防支援

事業者から指定介護予防支援（法第58条第

1項に規定する指定介護予防支援をいう。）

の業務の委託を受けるに当たっては、その業

務量等を勘案し、当該指定居宅介護支援事業

者が行う指定居宅介護支援の業務が適正に実

施できるよう配慮しなければならない。

(31) 略

条の 23第 3項の規定に基づき、

指定介護予防支援

事業者から指定介護予防支援（法第58条第

1項に規定する指定介護予防支援をいう。）

．の業務の委託を受けるに当たっては、その業

務量等を勘案し、当該指定居宅介護支援事業

者が行う指定居宅介護支援の業務が適正に実

施できるよう配慮しなければならない。

(31) 略
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茅ヶ崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例及び茅ヶ崎市指定居宅介

護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例参照

条文

0介護保険法（全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等

の一部を改正する法律（令和 5年法律第 31号）第 13条の規定による改正後のもの

（特例居宅介護サービス計画費の支給）

第四十七条 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス計

画費を支給する。

二居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービス（

指定居宅介護支援の事業に係る第八十一条 一項の市町村の条例で定める 数及び同条第二項に

規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準のうち、当該市町村の条例で定めるものを

満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号及び次項において「基準

該当居宅介護支援」という。）を受けた場合において、必要があると認めるとき。

二 指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援の確保が著しく困難である離島その他の地域であ

って厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要介護被保険者が、指定居宅

介護支援及び基準該当居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービスを受けた場

合において、必要があると認めるとき。

三 その他政令で定めるとき。

旦 市町村が前項第一号の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定

める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するも

のとする。

ニ 基準該当居宅介護支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

二 基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適

切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働

省令で定めるもの

3 特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて前

条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該居宅介護支援又

はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相

当するサービスに要した費用の額とする。）を基準として、市町村が定める。

4 市町村長は、特例居宅介護サービス計画費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給

に係る居宅介護支援若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者（以下この

項において「居宅介護支援等を担当する者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若

しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該

居宅介護支援等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を

検査させることができる。

5 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の

規定による権限について準用する。

（特例介護予防サービス計画費の支給）

第五十九条 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス計

画費を支給する。

二居宅要支援被保険者が、指定介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービス（

指定介護予防支援の事業に係る第百十五条の二十四第一項の市町村の条例で定める基準及び同項

の市町村の条例で定める員数並びに同条第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準のうち、

当該市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業者により行われるものに限
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る。次号及び次項において「基準該当介護予防支援」という。）を受けた場合において、必要が

あると認めるとき。

二 指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援の確保が著しく困難である離島その他の地域であ

って厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者が、指定介護

予防支援及び基準該当介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービスを受けた場

合において、必要があると認めるとき。

三 その他政令で定めるとき。

旦 市町村が前項第一号の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定

める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するも

のとする。

ニ基準該当介護予防支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

二基準該当介護予防支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適

切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働

省令で定めるもの

3 特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて前

条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該介護予防支援又

はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相

当するサービスに要した費用の額とする。）を基準として、市町村が定める。

4 市町村長は、特例介護予防サービス計画費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給

に係る介護予防支援若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者（以下この

項において「介護予防支援等を担当する者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若

しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該

介護予防支援等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を

検査させることができる。

5 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質間又は検査について、同条第四項の規定は前項の

規定による権限について準用する。

第八十一条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で定める員数

の介護支援専門員を有しなければならない。

旦 前項に規定するもののほか、指定居宅介謹支援の事業の運営に関する基準は、市町村の条例で定

める。

3 市町村が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める

基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものと

する。

ー 指定居宅介護支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

二 指定居宅介護支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な

利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令

で定めるもの

4 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準（指定居宅介護支援の取扱いに関す

る部分に限る。）を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審識会の意見を聴かなければなら

ない。

5 指定居宅介護支援事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、

当該届出の日前一月以内に当該指定居宅介護支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休

止の日以後においても引き続き当該指定居宅介獲支援に相当するサービスの提供を希望する者に対

し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の指定居宅介護支援事業者その他関係者

との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

6 指定居宅介護支援事業者は、要介謹者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づ

く命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

（指定介護予防支援の事業の基準）
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第百十五条の二十三 指定介護予防支援事業者は、次条第二項に規定する指定介護予防支援に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準

に従い、要支援者の心身の状況等に応じて適切な指定介護予防支援を提供するとともに、自らその

提供する指定介護予防支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定介護予

防支援を受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。

2 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を受けようとする被保険者から提示された被保険

者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者

に当該指定介護予防支援を提供するように努めなければならない。

旦 第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事

業者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定介護予防支援の一部を、厚生労働省令で定める

者に委託することができる。

第百十五条の二十四 指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で定

める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定介護予防支援に従事する従業者を有しなけれ

ばならない。

旦 前項に規定するもののほか、指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準は、市町村の条例で定める。

旦 市町村が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める

基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものと

する。

二 指定介護予防支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

三 指定介護予防支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な

利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令

で定めるもの

4 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準（指定介護予防支援の取扱いに関す

る部分に限る。）を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければなら

ない。

5 指定介護予防支援事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、

当該届出の日前一月以内に当該指定介護予防支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休

止の日以後においても引き続き当該指定介護予防支援に相当するサービスの提供を希望する者に対

し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の指定介護予防支援事業者その他関係者

との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

6 指定介護予防支援事業者は、要支援者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づ

く命令を遵守し、要支援者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

（地域包括支援センター）

第百十五条の四十六 地域包括支援センターは、第一号介護予防支援事業（居宅要支援被保険者に係

るものを除く。）及び第百十五条の四十五第二項各号に掲げる事業（以下「包括的支援事業」とい

う。）その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定の

ために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的＿しこ一支援すること

を目的とする施設とする。

2 市町村は、地域包括支援センターを設置することができる。

3 次条第一項の規定による委託を受けた者（第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲

げる事業のみの委託を受けたものを除く。）は、包括的支援事業その他第一項の厚生労働省令で定

める事業を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定め

る事項を市町村長に届け出て、地域包括支援センターを設置することができる。

4 地域包括支援センターの設置者は、自らその実施する事業の質の評価を行うことその他必要な措

置を講ずることにより、その実施する事業の質の向上を図らなければならない。

5 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業を実施するために必要なものとして市町村の

条例で定める基準を遵守しなければならない。
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6 市町村が前項の条例を定めるに当たっては、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職

員の員数については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚

生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

7 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業の効果的な実施のために、介護サービス事業

者、医療機関、民生委員法（昭和二十三年法律第百九十八号）に定める民生委員、被保険者の地域

における自立した日常生活の支援又は要介護状態等となることの予防若しくは要介護状態等の軽減

若しくは悪化の防止のための事業を行う者その他の関係者との連携に努めなければならない。

8 地域包括支援センターの設置者（設置者が法人である場合にあっては、その役員）若しくはその

職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らして

はならない。

9 市町村は、定期的に、地域包括支援センターにおける事業の実施状況について、評価を行うとと

もに、必要があると認めるときは、次条第一項の方針の変更その他の必要な措置を講じなければな

らない。

1 0 市町村は、地域包括支援センターが設置されたとき、その他厚生労働省令で定めるときは、厚

生労働省令で定めるところにより、当該地域包括支援センターの事業の内容及び運営状況に関する

情報を公表するよう努めなければならない。

1 1 第六十九条の十四の規定は、地域包括支援センターについて準用する。この場合において、同

条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

1 2 前各項に規定するもののほか、地域包括支援センターに関し必要な事項は、政令で定める。
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第
二
百
一
条
の
次
に
次
の
一
一
条
を
加
え
る
。

（
被
保
険
者
番
号
等
の
利
用
制
限
等
）

第
二
百
一
条
の
二
厚
生
労
働
大
臣
、
市
町
村
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
特
定
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合

事
業
を
行
う
者
そ
の
他
の
介
護
保
険
事
業
又
は
当
該
事
業
に
関
連
す
る
事
務
の
遂
行
の
た
め
被
保
険
者
番
号
等

（
保
険
者
番
号
（
厚
生
労
働
大
臣
が
介
護
保
険
事
業
に
お
い
て
市
町
村
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
と
し
て
、
市
町

村
ご
と
に
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
及
び
被
保
険
者
番
号
（
市
町
村
が
被
保
険
者
の
資
格
を
管
理
す
る
た
め
の
番
号

と
し
て
、
被
保
険
者
ご
と
に
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
利
用
す
る
者
と

し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
厚
生
労
働
大
臣
等
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
事
業
又

は
事
務
の
遂
行
の
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
何
人
に
対
し
て
も
、
そ
の
者
又
は
そ
の
者
以
外
の
者
に
係
る

被
保
険
者
番
号
等
を
告
知
す
る
こ
と
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
。

2

厚
生
労
働
大
臣
等
以
外
の
者
は
、
介
護
保
険
事
業
又
は
当
該
事
業
に
関
連
す
る
事
務
の
遂
行
の
た
め
被
保
険
者

番
号
等
の
利
用
が
特
に
必
要
な
場
合
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
何
人
に
対
し
て
も
、
そ
の

者
又
は
そ
の
者
以
外
の
者
に
係
る
被
保
険
者
番
号
等
を
告
知
す
る
こ
と
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
。

3

何
人
も
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
者
が
業
と
し
て
行
う
行
為
に
関
し
、
そ
の
者
に
対
し
売
買
、
貸
借
、

雇
用
そ
の
他
の
契
約
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
契
約
」
と
い
う
。
）
の
申
込
み
を
し
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
申

込
み
を
す
る
者
又
は
そ
の
者
と
契
約
の
締
結
を
し
た
者
に
対
し
、
当
該
者
又
は
当
該
者
以
外
の
者
に
係
る
被
保
険

者
番
号
等
を
告
知
す
る
こ
と
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
。

一
厚
生
労
働
大
臣
等
が
、
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
、
被
保
険
者
番
号
等
を
告
知
す
る
こ
と
を
求
め
る
と
き
。

二
厚
生
労
働
大
臣
等
以
外
の
者
が
、
前
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
、
被
保
険
者
番
号
等

を
告
知
す
る
こ
と
を
求
め
る
と
き
。

4

何
人
も
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
業
と
し
て
、
被
保
険
者
番
号
等
の
記
録
さ
れ
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
そ
の

者
以
外
の
者
に
係
る
被
保
険
者
番
号
等
を
含
む
情
報
の
集
合
物
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
情
報
を
電
子
計
算
機
を
用

い
て
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成
し
た
も
の
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に

記
録
さ
れ
た
情
報
が
他
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
提
供
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
」
と
い
う
。
）
を
構
成
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
厚
生
労
働
大
臣
等
が
、
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
、
提
供
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
成
す
る
と
き
。

二
厚
生
労
働
大
臣
等
以
外
の
者
が
、
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
、
提
供
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
を
構
成
す
る
と
き
。

5

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
―
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
行
為
を
し
た
者
が

更
に
反
復
し
て
こ
れ
ら
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
行
為
を
し
た

者
に
対
し
、
当
該
行
為
を
中
止
す
る
こ
と
を
勧
告
し
、
又
は
当
該
行
為
が
中
止
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に

必
要
な
措
囮
を
講
ず
る
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

6

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
者
が
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
に
対

し
、
期
限
を
定
め
て
、
当
該
勧
告
に
従
う
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
報
告
及
び
検
査
）

第
二
百
一
条
の
三
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
措
憤
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
同
条
第
一
二
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し

て
い
る
と
認
め
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
に
対
し
、
必
要
な
事
項
に
関
し
報
告
を
求
め
、
又
は
当
該
職

員
に
当
該
者
の
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
に
立
ち
入
っ
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検

査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

第
二
十
四
条
第
一
二
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査
に
つ
い
て
、
同
条
第
四
項
の
規
定
は
前
項

の
規
定
に
よ
る
権
限
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

第
二
百
五
条
の
三
中
「
者
は
」
を
「
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
に
改
め
、
同
条
各
号
中
「
者
」

を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
百
五
条
の
四
第
二
百
一
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た

者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
八
条
中
医
療
法
の
目
次
の
改
正
規
定
（
「
第
九
節

監

督

（

第

六

十

三

条

ー

第

六

十

九

条

）

に

改

め

る

部

分

に

限

医
療
法
人
に
関
す
る
情
報
の
調
査
及
び
分
析
等
（
第
六
十
九
条
の
一
―
•
第
六
十
九
条
の
三
）
」

る
。
）
、
同
法
第
六
条
の
一
＝
第
三
項
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
六
章
に
一
節
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
十

三
条
及
び
第
三
十
一
条
の
規
定
令
和
五
年
八
月
一
日

＿
―
-
第
三
条
の
規
定
（
第
一
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
並
び
に
第
五
条
中
地
方
税
法
第
七
百
三
条
の
四
第
一
―
―

項
の
改
正
規
定
（
同
項
第
二
号
二
中
「
国
民
健
康
保
険
法
」
の
下
に
「
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
出

産
育
児
交
付
金
を
含
み
、
同
法
」
を
加
え
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
条
第
十
二
項
及
び
第
二
十
項
の
改
正
規
定
並
び

に
同
法
第
七
百
三
条
の
五
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
六
条
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
令
和
六

年
一
月
一
日

四
第
四
条
中
国
民
健
康
保
険
法
第
六
十
四
条
及
び
第
八
十
五
条
の
三
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
第
六
条
中
高

齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
五
項
の
改
正
規
定
（
「
推
進

l

の
下
に
「
、
医
療
法
第
六
条
の
三
第

一
項
に
規
定
す
る
か
か
り
つ
け
医
機
能
（
次
条
第
四
項
に
お
い
て
「
か
か
り
つ
け
医
機
能
」
と
い
う
。
）
の
確
保
」

を
加

x
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
同
法
第
九
条
第
四
項
の
改
正
規
定
（
「
推
進
」
の
下
に
「
、
か
か
り
つ
け
医
機
能
の

確
保

j

を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
条
中
医
療
法
の
目
次
の
改
正
規
定
（
第
一
一
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除

く
。
）
、
同
法
第
五
条
第
一
項
及
び
第
六
条
の
三
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
一
＿
章
第
一
節
中
第
六
条
の
四
の
一
―
-

を
第
六
条
の
四
の
四
と
し
、
第
六
条
の
四
の
二
を
第
六
条
の
四
の
三
と
し
、
第
六
条
の
四
の
次
に
一
条
を
加
え
る

改
正
規
定
、
同
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
、
第
二
十
九
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
項
第
一
―
一
号
並
び
に
第

＿
―
-
十
条
の
三
第
二
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
三
十
条
の
三
の
二
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
一
＿
一
十
条
の

四
第
二
項
第
十
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
一
二
十
条
の
五
、
第
一
二
十
条
の
六
第
一
項
、
第
一
―
-
+

「
第
九
節

監
督
（
第
六
十
三
条
ー
第
六
十
九
条
）
」
を
第
十
節

第
二
百
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
百
九
条
の
二
正
当
な
理
由
が
な
く
て
第
二
百
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚

偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
答
弁
を
せ
ず
、

若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は
正
当
な
理
由
が
な
く
て
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若

し
く
は
忌
避
し
た
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
一
一
百
十
一
条
中
「
法
人
の
代
表
者
」
を
「
法
人
（
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め

が
あ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
人
格
の
な
い
社
団
等
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
代
表
者
（
人
格
の
な
い
社
団
等
の
管
理
人
を
含
む
。
）
」
に
、
「
又
は
第
二
百
九
条
」
を
「
、
第
二
百
九
条
又
は
第
二

百
九
条
の
一
＿
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2

人
格
の
な
い
社
団
等
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
が
そ
の
訴

訟
行
為
に
つ
き
当
該
人
格
の
な
い
社
団
等
を
代
表
す
る
ほ
か
、
法
人
を
被
告
人
又
は
被
疑
者
と
す
る
場
合
の
刑
事

訴
訟
に
関
す
る
法
律
の
規
定
を
準
用
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
第
―
―
一
条
中
国
民
健
康
保
険
法
第
七
十
二
条
第
一
＿
一
項
、
第
八
十
―
一
条
の
二
第
一
二
項
第
一
号
及
び
第
四
項
、
第
八
十

五
条
の
二
、
第
八
十
五
条
の
三
第
一
一
＿
項
並
び
に
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
、
第
六
条
中
高
齢
者
の
医

療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
四
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
六
条
、
第
七
条
第
一
＿
項
及
び
第
八
条
第

四
項
の
改
正
規
定
、
同
条
第
五
項
の
改
正
規
定
（
第
四
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
同
法
第
九
条
第
二
項

及
び
第
一
二
項
の
改
正
規
定
、
同
条
第
四
項
の
改
正
規
定
（
第
四
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
同
条
第
五
項
、

第
七
項
及
び
第
十
項
並
び
に
同
法
第
十
一
条
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第

十
五
条
、
第
十
六
条
第
三
項
、
第
百
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
百
五
十
七
条
の
二
の
改
正
規
定
、
第
七
条
の
規
定

並
び
に
第
十
二
条
の
規
定
並
び
に
次
条
第
一
項
並
び
に
附
則
第
四
条
、
第
七
条
、
第
八
条
、
第
十
二
条
、
第
十
五

条
、
第
十
七
条
及
び
第
十
八
条
の
規
定
公
布
の
日
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第
八
十
五
条
の
三
前
条
の
罪
は
、
日
本
国
外
に
お
い
て
同
条
の
罪
を
犯
し
た
者
に
も
適
用
す
る
。
二
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
居
宅
要
介
護
者
に
つ
い
て
一
体
的
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
特
に
効
果
的
か
つ

第
八
十
七
条
中
「
者
は
」
を
「
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
に
改
め
、
同
条
各
号
中
「
者
」
を
「
と
効
率
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
組
合
せ
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

き

。

」

に

改

め

る

。

第

八

条

の

二

第

十

六

項

中

「

第

百

十

五

条

の

四

十

七

第

六

項

」

を

「

第

百

十

五

条

の

四

十

七

第

七

項

」

に

改

め

、

「

職

第
八
十
九
条
中
「
者
は
」
を
「
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
に
改
め
、
同
条
各
号
中
「
者
」
を
「
と
員
」
の
下
に
「
及
び
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
を
行
う
事
業
所
の
従
業
者
」
を
、
「
計
画

き

。

」

に

改

め

る

。

（

以

下

こ

の

項

」

の

下

に

「

、

第

百

十

五

条

の

三

十

の

二

第

一

項

、

第

百

十

五

条

の

四

十

五

第

二

項

第

三

号

」

を

加

第
九
十
条
中
「
法
人
の
代
表
者
」
を
「
法
人
（
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
が
あ
え
る
。第

百
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
中
「
設
置
者
」
の
下
に
「
又
は
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
」
を
加
え
る
。

る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
人
格
の
な
い
社
団
等
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

代
表
者
（
人
格
の
な
い
社
団
等
の
管
理
人
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
「
関
し
て
」
の
下
に
「
第
八
十
五
条
の
二
、
」
を
加
え
、
一
第
百
十
五
条
の
二
十
三
第
三
項
中
「
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
」
を
「
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
一
項
℃
規
定
一

す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
」
に
改
め
る
。

同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
百
十
五
条
の
三
十
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

2

人
格
の
な
い
社
団
等
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
が
そ
の
訴

訟
行
為
に
つ
き
当
該
人
格
の
な
い
社
団
等
を
代
表
す
る
ほ
か
、
法
人
を
被
告
人
又
は
被
疑
者
と
す
る
場
合
の
刑
事

訴

訟

に

関

す

る

法

律

の

規

定

を

準

用

す

る

。

（

介

護

予

防

支

援

事

業

に

関

す

る

情

報

提

供

の

求

め

等

）

（
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）
第
百
十
五
条
の
三
十
の
二
市
町
村
長
は
、
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
介
護
予
防
サ
ー

第
十
条
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）
ビ
ス
計
画
の
検
証
の
実
施
に
当
た
っ
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
に
対
し
、

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

介

護

予

防

サ

ー

ピ

ス

計

画

の

実

施

状

況

そ

の

他

の

厚

生

労

働

省

令

で

定

め

る

事

項

に

関

す

る

情

報

の

提

供

を

求

め

第
五
条
第
三
項
中
「
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
図
る
と
と
も
に
、
医
療
法
第
三
十
条
の
十
八
の
五
第
一
項
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
規
定
に
よ
る
協
議
の
結
果
（
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
」
に

2

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
当
該
指
定
介
護
予
防
支
援
の
事
業
の
適

改

め

る

。

．

切

か

つ

有

効

な

実

施

の

た

め

に

必

要

が

あ

る

と

き

は

、

第

百

十

五

条

の

四

十

六

第

一

項

に

規

定

す

る

地

域

包

括

支

（

独

立

行

政

法

人

福

祉

医

療

機

構

法

の

一

部

改

正

）

援

セ

ン

タ

ー

に

対

し

、

必

要

な

助

言

を

求

め

る

こ

と

が

で

き

る

。

第
五
章
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

第
十
一
条
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

第
十
＿
節
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
経
営
情
報
の
調
査
及
び
分
析
等

る。

第
百
十
五
条
の
四
十
四
の
二
都
道
府
県
知
事
は
、
地
域
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
確
保
の
た
め
、

第
十
二
条
第
一
項
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

当
該
都
道
府
県
の
区
城
内
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
所
又
は
施
設
を
有
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

十
二
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
六
十
九
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
て
行
う
同

（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
当
該
事
業
所
又
は
施
設
ご
と
の
収
益

法
第
六
十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
統
計
の
作
成
等
及
び
同
法
第
六
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療

法
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

第
十
五
条
第
一
号
中
「
及
び
第
十
一
号
」
を
「
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。
及
び
費
用
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
経

（
良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）
営
情
報
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
調
査
及
び
分
析
を
行
い
、
そ
の
内
容
を
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条
良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八

2

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
経
営
情
報
を
、

年

法

律

第

八

十

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

当

該

事

業

所

又

は

施

設

の

所

在

地

を

管

轄

す

る

都

道

府

県

知

事

に

報

告

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

附
則
第
十
条
の
三
第
四
項
第
三
号
中
「
三
年
」
を
「
五
年
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
令
和
五
年
九
月
三
十
日
」

3

厚
生
労
働
大
臣
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
経
営
情
報
を
収
集
し
、
整
理
し
、
及
び
当
該
整
理
し
た
情
報
の
分

一
第
〗
譴
贔
喜
詞
罰

5
〗
恥
[
[
＝

□こ
訓
闘
叫
叫
叫
叩
間
訓
い

I
n
[

第
五
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

5

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
求
め
に
応
じ
て
情
報
を
提
供
す
る
と
き
は
、
電
磁

3

都
道
府
県
は
、
前
項
の
助
言
及
び
援
助
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
所
又
は
施
的
方
法
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

設
に
お
け
る
業
務
の
効
率
化
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
そ
の
他
の
生
産
性
の
向
上
に
資
す
る
取
組
が
促
進
さ

6

都
道
府
県
知
事
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し

た
と
き
は
、
期
間
を
定
め
て
、
当
該
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
報
告
を
行
い
、
又
は
そ
の
報
告
の
内

れ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

容
を
是
正
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条
第
二
十
三
項
中
「
訪
問
看
護
及
び
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
組
合
せ
そ
の
他
の
居
宅
要
介
護
者
に
つ

7

都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、
指
定
地
域
密
着
型

い
て
一
体
的
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
特
に
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
組
合
せ
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
又
は
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
に
対
し
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
と
き

ス
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
訪
問
看
護
及
び
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
一
体
的
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
居
宅
要
介
護
者
に
つ
い

て
、
そ
の
者
の
居
宅
に
お
い
て
、
又
は
第
十
九
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
サ
ー
ビ
ス
の
拠
点
に
通
わ
せ
、
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、
指
定

地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
又
は
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
の
指
定
を
し
た
市
町
村
長
に
通
知
し

若
し
く
は
短
期
間
宿
泊
さ
せ
、
日
常
生
活
上
の
世
話
及
び
機
能
訓
練
並
び
に
療
養
上
の
世
話
又
は
必
要
な
診
療

の

補

助

を

行

う

も

の

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。
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令和5年 5月 19日 金曜日 官 報 （号外第 106号） 12 

全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
五
月
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

法
律
第
戸
此
炉
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
一

（
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正
）

第
＿
条
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
二
第
三
項
中
「
及
び
同
法
」
を
「
並
び
に
同
法
」
に
、
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等

0

を
「
後
期
高
齢
者

支
援
金
、
後
期
高
齢
者
関
係
事
務
費
拠
出
金
及
び
出
産
育
児
関
係
事
務
費
拠
出
金

0

に
改
め
る
。

御

名

御

璽

岸

田

文

雄
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I 鏃案第25号 II 

茅ヶ崎市環境基本条例の一部を改正する条例について

1 提案の理由

環境の保全及び創造を実効的かつ体系的に推進するために行う総合的調整の方法を改

めるため提案する。

2 根拠法規

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 14条第 1項

3 条例の概要

(1) 茅ヶ崎市環境調整会議を廃止することとした。（旧第 12条関係）

(2) 所要の規定を整備することとした。（第 12条から第 22条まで関係）

(3) この条例は、公布の日から施行することとした。
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茅ヶ崎市環境基本条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 後 改 正
ヽ9

HIJ 

（環境影響評価の推進）

第 12条略

（教育及び学習の振興等）

第 13条略

（市民等の活動への支援）

第 14条略

（情報の提供）

第 15条略

（調査及び研究の充実）

第 16条略

（財政上の措置）

第 17条略

（国及び他の地方公共団体との協力等）

第 18条略

（環境施策の報告）

第 19条略

（市民等の意見）

第 20条略

（審議会の意見等）

第 21条略

（委任）

第 22条略

（茅ヶ崎市環境調整会議）

第 12条 前条に規定する総合的調整を行うため

、茅ヶ崎市環境調整会議（以下「調整会議」と

いう。）を置く。

2 調整会議の組織及び運営について必要な事項

は、規則で定める。

（環境影響評価の推進）

第 13条略

（教育及び学習の振興等）

第 14条略

（市民等の活動への支援）

第 15条略

（情報の提供）

第 16条略

（調査及び研究の充実）

第 17条略

（財政上の措置）

第 18条略

（国及び他の地方公共団体との協力等）

第 19条略

（環境施策の報告）

第 20条略

（市民等の意見）

第 21条略

（審議会の意見等）

第 22条略

（委任）

第 23条略
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茅ヶ崎市環境基本条例の一部を改正する条例参照条文

0地方自治法

第十四条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて 二条 二項の事務に関し、条例を

制定することができる。

② 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除

くほか、条例によらなければならない。

③ 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した

者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五

万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
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「ー議案第26号

茅ヶ崎漁港管理条例及び茅ヶ崎市海岸保全区域占用料等徴収条例の一部を改

正する条例について

1 提案の理由

漁港漁場整備法の改正に伴い、漁港施設等活用事業の実施に関する計画の認定を受け

た者から漁港の区域内の水域等に係る占用料等を徴収するとともに、所要の規定を整備

するため提案する。

2 根拠法規

(1) 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 22 8条第 1項及び第 244条の 2第 1

項

(2) 漁港及び漁場の整備等に関する法律（昭和 25年法律第 13 7号）第 26条

3 条例の概要

(1) 茅ヶ崎漁港管理条例関係

ア 漁港施設等活用事業の実施に関する計画の認定を受けた者から、漁港の区域内の

水域等に係る占用料等を徴収することとした。（第 12条関係）

イ 引用法令の題名を改めることとした。（第 1条関係）

(2) 茅ヶ崎市海岸保全区域占用料等徴収条例関係

漁港施設等活用事業の実施に関する計画の認定を受けた者から、海岸保全区域に係

る占用料を徴収しないこととした。（第 2条関係）

(3) この条例は、令和 6年 4月 1日から施行することとした。
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茅ヶ崎漁港管理条例及び茅ヶ崎市海岸保全区域占用料等徴収条例の一部を改正する条例新旧

対照表

改 正 後 改 正 月‘I’J 

（茅ヶ崎漁港管理条例の一部改正）

（趣旨） （趣旨）

第 1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関 第 1条 この条例は、漁港漁場整備法

する法律（昭和 25年法律第 13 7号。以下「 （昭和 25年法律第 13 7号。以下「

法」という。）の規定に基づき、市が管理する 法」という。）の規定に基づき、市が管理する

茅ヶ崎漁港（以下「漁港」という。）の維持管 茅ヶ崎漁港（以下「漁港」という。）の維持管

理に関し必要な事項を定めるものとする。 理に関し必要な事項を定めるものとする。

（占用料等） （占用料等）

第12条略 第 12条略

2 漁港の区域内の水域（漁港管理者である市以 2 漁港の区域内の水域（漁港管理者である市以

外の者が権原に基づき管理する士地に係る水域 外の者が権原に基づき管理する士地に係る水域

を除く。）及び公共空地について法第 39条第 を除く。）及び公共空地について法第 39条第

1項の規定による採取若しくは占用の許可を受 1項の規定による採取又は占用の許可を受けた

けた者又は法第43条第4項に規定する認定計 者

画実施者（法第44条第 1項に規定する認定計

画において法第42条第2項第 2号及び第 3号

に掲げる事項（水面又は士地の占用に係るもの

に限る。）又は法第 50条第 1項各号に掲げる

事項を定めた者に限る。）から、別表に定める から、別表に定める

ところにより土砂採取料又は占用料を徴収する ところにより士砂採取料又は占用料を徴収する

゜ ゜
3 3 

l 略 l 略

5 5 

（茅ヶ崎市海岸保全区域占用料等徴収条例の一部改正）

（占用料等の徴収） （占用料等の徴収）

第2条 法第 7条第 1項の規定による海岸保全区 第2条 法第 7条第 1項の規定による海岸保全区

域の占用の許可を受けた者から、別表に定める 域の占用の許可を受けた者から、別表に定める

ところにより計算して得た額の占用料を徴収す ところにより計算して得た額の占用料を徴収す

る。 る。

2 略 2 略

3 第 1項の規定にかかわらず、当該許可に係る 3 第 1項の規定にかかわらず、当該許可に係る

占用について漁港及び漁場の整備等に関する法 占用について漁港漁場整備法

墜（昭和 25年法律第 13 7号）第 39条第 1 （昭和 25年法律第 13 7号）第39条第 1

項及び茅ヶ崎漁港管理条例（平成 3年茅ヶ崎市 項及び茅ヶ崎漁港管理条例（平成 3年茅ヶ崎市

条例第 3号）第8条第 1項の規定による許可を 条例第 3号）第8条第 1項の規定による許可を

受けた者並びに同法第43条第4項に規定する 受けた者

認定計画実施者（同法第44条第 1項に規定す

る認定計画において同法第42条第 2項第 2号

及び第 3号に掲げる事項（水面又は土地の占用

に係るものに限る。）又は同法第 50条第 1項

各号に掲げる事項を定めた者に限る。）につい につい

ては、第 1項の占用料は徴収しない。 ては、第 1項の占用料は徴収しない。
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茅ヶ崎漁港管理条例及び茅ヶ崎市海岸保全区域占用料等徴収条例の一部を改正する条例

参照条文

0地方自治法

（分担金等に関する規制及び罰則）

第二百二十八条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めな

ければならない。この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認

められるものとして政令で定める事務（以下本項において「標準事務」という。）について手数料

を徴収する場合においては、当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定め

る金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。

2 分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関しては、次項に定めるものを除くほか、条例で五

万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

3 詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者については

、条例でその徴収を免れた金額の五倍に相当する金額（当該五倍に相当する金額が五万円を超えな

いときは、五万円とする。）以下の過料を科する規定を設けることができる。

（公の施設の設置、管理及び廃止）

第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除

くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。

2 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて

、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において

出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。

3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは

、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの（

以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。）に、当該公の施設の管理を行

わせることができる。

4 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他

必要な事項を定めるものとする。

5 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。

6 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共

団体の議会の議決を経なければならない。

7 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、

当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。

8 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料

金（次項において「利用料金」という。）を当該指定管理者の収入として収受させることができる

9 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるとこ

ろにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利

用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。

1 0 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するた

め、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し

、又は必要な指示をすることができる。

1 1 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管

理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

0漁港及び漁場の整備等に関する法律（漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を

改正する法律（令和 5年法律第 34号）第 1条の規定による改正後のもの）

（漁港管理者の職責）

第二十六条 漁港管理者は、漁港管理規程を定め、これに従い、＿＿適正に、漁港の維持、保全及こび運営
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その他漁港の維持管理をする責めに任ずるほか、漁港の発展のために必要な調査研究及び統計資料

の作成を行うものとする。

（漁港の保全）

第三十九条 漁港の区域内の水域又は公共空地において、工作物の建設若しくは改良（水面又は上地

の占用を伴うものを除く。）、土砂の採取、士地の掘削若しくは盛士、汚水の放流若しくは汚物の

放棄又は水面若しくは土地の一部の占用（公有水面の埋立てによる場合を除く。）をしようとする

者は、漁港管理者の許可を受けなければならない。ただし、特定漁港漁場整備事業計画若しくは漁

港管理規程によってする行為、第四十四条第一項に規定する認定計画（第四十二条第二項第二号及

び第三号に掲げる事項（水面又は土地の占用に係るものに限る。）、同条第四項第二号に掲げる事

項又は第五十条第一項各号に掲げる事項が定められたものに限る。）に従ってする行為又は農林水

産省令で定める軽易な行為については、この限りでない。

2 漁港管理者は、前項の許可の申請に係る行為が特定漁港漁場整備事業の施行又は漁港の利用を著

しく阻害し、その他漁港の保全に著しく支障を与えるものでない限り、同項の許可をしなければな

らない。

3 漁港管理者は、第一項の許可に漁港の保全上必要な条件を付することができる。

4 国の機関又は地方公共団体（港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）に規定する港務局を含む

。）が、第一項の規定により許可を要する行為をしようとする場合には、あらかじめ漁港管理者に

協議することをもつて足りる。

5 何人も、漁港の区域（第二号及び第三号にあっては、漁港施設の利用、配置その他の状況により

、漁港の保全上特に必要があると認めて漁港管理者が指定した区域に限る。）内において、みだり

に次に掲げる行為をしてはならない。

基本施設である漁港施設を損傷し、又は汚損すること。

二 船舶、自動車その他の物件で漁港管理者が指定したものを捨て、又は放置すること。

三 その他漁港の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるものを行うこと。

6 漁港管理者は、前項各号列記以外の部分の規定又は同項第二号の規定による指定をするときは、

農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを廃止するときも、

同様とする。

7 前項の指定又はその廃止は、同項の公示によってその効力を生ずる。

8 都道府県知事（地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内にあっては、当該指

定都市の長。以下この項において同じ。） （港湾法第五十八条第二項の規定に基づき公有水面埋立

法（大正十年法律第五十七号）の規定による都道府県知事の職権を行う港湾管理者を含む。）は、

漁港の区域内における公有水面の埋立てについて、同法第二条第一項の規定による免許をしようと

するときは、漁港管理者の同意を得なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するも

のについては、この限りでない。

特定漁港漁場整備事業計画によってする埋立て

二 前号に掲げるもののほか、漁港施設の整備のためにする埋立て

三 前二号に掲げるもののほか、第一種漁港、第二種漁港又は第四種漁港の区域内の埋立てであっ

て当該漁港の利用を著しく阻害しないもの

（上砂採取料及び占用料）

第三十九条の五 漁港管理者は、農林水産省令で定める基準に従い、漁港の区域内の水域（油港管理

者以外の者がその権原に基づき管理する士地に係る水域を除く。）及び公共空地について、第三十

九条第一項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者又は第四十三条第四項に規定する認定

計画実施者（第四十四条第一項に規定する認定計画において第四十二条第二項第二号及び第三号に

掲げる事項（水面又は土地の占用に係るものに限る。）又は第五十条第一項各号に掲げる事項を定

めた者に限る。）から士砂採取料又は占用料を徴収することができる。ただし、第三十九条第四項

に規定する者については、この限りでない。

2 漁港管理者は、偽りその他不正の行為により前項の士砂採取料又は占用料の徴収を免れた者から

、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。

3 第一項の土砂採取料及び占用料並びに前項の過怠金は、当該漁港管理者の収入とする。
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（実施計画の作成及び認定の申請）

第四十二条 活用推進計画が定められた漁港において、・漁港施設等活用事業を実施しようとする者は

、農林水産省令で定めるところにより、漁港施設等活用事業の実施に関する計画（以下「実施計画

」という。）を作成し、当該漁港の漁港管理者の認定を申請することができる。

旦実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 実施しようとする漁港施設等活用事業の内容及びその実施期間

三貸付けを受けようとする漁港施設又は水面若しくは士地の占用をしようとする漁港の区域内の

水域若しくは公共空地

二漁港施設の貸付けを受けようとする期間又は漁港の区域内の水域若しくは公共空地において水

面若しくは土地の占用をしようとする期間

四 第二号に掲げる漁港施設又は水域若しくは公共空地において漁港施設等活用事業により施設の

設置を行う場合にあっては、当該施設（以下「活用事業施設」という。）の種類及び規模その他

の当該活用事業施設の設置に関する事項

五 貸付け又は占用の期間が満了した場合その他の事由により漁港施設の貸付けを受けないことと

なった場合又は漁港の区域内の水域若しくは公共空地において水面若しくは上地の占用をしない

こととなった場合における活用事業施設の撤去の方法その他の当該漁港施設又は当該水域若しく

は当該公共空地を原状に回復するための措置の内容

六 第一号の漁港施設等活用事業に関する資金計画及び収支計画

3 前項第一号に掲げる事項には、当該漁港施設等活用事業の実施に係る第三十八条第一項に規定す

る基本施設である漁港施設の利用方法及び当該施設の使用料の料率を定めることができる。

4 第二項第四号に掲げる事項には、活用事業施設の設置に係る次に掲げる事項を定めることができ

る。

一 漁港施設の形質の変更に関する事項

二 水域又は公共空地における工作物の建設若しくは改良（水面又は土地の占用を伴うものを除く

。）又は士地の掘削若しくは盛土に関する事項

（実施計画の認定等）

第四十三条 漁港管理者は、前条第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に

係る実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものと

する。

当該実施計画の内容が当該漁港の活用推進計画に適合するものであること。

二 当該実施計画の内容が当該漁港の漁業上の利用を阻害するおそれがないものであること。

三 前号に掲げるもののほか、当該実施計画の内容が特定漁港漁場整備事業の施行又は当該漁港の

利用を著しく阻害し、その他当該漁港の保全に著しく支障を与えるおそれがないものであること

四 当該実施計画が適正かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

2 漁港管理者は、前項の認定をするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、当

該認定を申請した者の氏名又は名称及び前条第二項第一号から第五号までに掲げる事項の概要の公

告、縦覧その他の漁港施設の貸付け又は漁港の区域内の水域若しくは公共空地における水面若しく

は士地の占用が公正な手続に従ってされることを確保するために必要な措置を講じなければならな

3 漁港管理者は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定を受けた者の氏名又は名称、前

条第二項第一号から第五号までに掲げる事項の概要その他農林水産省令で定める事項を公表すると

ともに、同項第二号に掲げる漁港施設の所有者（当該漁港管理者である地方公共団体を除く。）に

通知しなければならない。

」 第一項の認定を受けた者（以下「認定計画実施者」という。）は、当該認定を受けた実施計画の

変更（農林水産省令で定める軽微な変更を除く。）をしようとする場合においては、漁港管理者の

認定を受けなければならない。

5 第一項から第三項までの規定は、前項の規定による実施計画の変更の認定について準用する。

（実施計画に係る行政財産である漁港施設の貸付け）
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第四十四条 国又は地方公共団体は、国有財産法第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四

第一項の規定にかかわらず、前条 一項の認定を受けた実施計画（同条第四項の変更の認定があっ

たときは その変更後のもの。以下「認定計画」という。）に定められた行政財産である漁港施設

を認定計画実施者に貸し付けることができる。．

2 前項の規定による貸付けについては、借地借家法第三条、第四条、第十三条及び第十四条の規定

は、適用しない。

3 国有財産法第二十一条（第一項第二号に係る部分を除く。）及び第二十三条から第二十五条まで

並びに地方自治法第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による貸付け

について準用する。

（漁港水面施設運営権に関する実施計画における記載事項の追加等）

第五十条 前条第一項各号に掲げる事項を定めた活用推進計画が定められた漁港において、その実施

しようとする漁港施設等活用事業のために漁港水面施設運営権の設定を受けようとする者は、 四

十二条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めた実施計画を作成し、第四十三条第

一項の認定を申請するものとする。

設定を受けようとする漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の内容及びその実施期間

二設定を受けようとする漁港水面施設運営権の水域

二設定を受けようとする漁港水面施設運営権の存続期間

旦 第二号に掲げる水域において活用事業施設を設置しようとする場合にあつては、当該活用事業

施設の種類及び規模その他の当該活用事業施設の設置に関する事項

互 第三号に掲げる存続期間が満了した場合その他の事由により水域において漁港水面施設運営権

の設定を受けないこととなった場合における活用事業施設の撤去の方法その他の当該水域を原状

に回復するための措置の内容

左 第一号の漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業に関する資金計画及び収支計画

2 前項各号に掲げる事項が定められた実施計画の認定についての第四十三条第二項及び第三項の規

定の適用については、同条第二項中「及び」とあるのは「並びに」と、 「事項」とあるのは「事項

及び第五十条第一項第一号から第五号までに掲げる事項」と、 「又は漁港」とあるのは「、漁港」

と、 「占用」とあるのは「占用又は漁港水面施設運営権の設定」と、同条第三項中「掲げる事項」

とあるのは「掲げる事項及び第五十条第一項第一号から第五号までに掲げる事項」と、 「同項第二

号」とあるのは「前条第二項第二号」とする。



-201-

--0123456789

令和 5年 10月 18日 水曜日 官 報 第 1084号 2
 

木斉西宮鈴小 鈴岸
原藤村下木泉木田

鉄康一俊龍 淳文
稔夫稔郎一司司雄

漁
港
漁
場
整
備
法
及
び
水
産
業
協
同
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。

令
和
五
年
十
月
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

政
令
第
三
百
三
号

漁
港
漁
場
整
備
法
及
び
水
産
業
協
同
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
漁
港
漁
場
整
備
法
及
び
水
産
業
協
同
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
三
十
四
号
）

附
則
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

漁
港
漁
場
整
備
法
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産
業
協
同
組
合
法
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す
る
法
律
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日
は
、
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日
と
す

る。
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大
臣
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産
大
臣

経
済
産
業
大
臣

国
土
交
通
大
臣

防
衛
大
臣

岸

田

文

雄
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（
漁
港
協
力
団
体
の
業
務
）

第
六
十
二
条
漁
港
協
力
団
体
は
、
当
該
漁
港
協
力
団
体
を
指
定
し
た
漁
港
管
理
者
が
管
理
す
る
漁
港
に
つ
い
て
、

次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一
漁
港
管
理
者
に
協
力
し
て
、
漁
港
環
境
整
備
施
設
そ
の
他
の
漁
港
施
設
の
維
持
若
し
く
は
保
全
又
は
漁
港
の

区
域
内
の
水
域
若
し
く
は
公
共
空
地
の
漂
流
物
の
除
去
そ
の
他
の
保
全
を
行
う
こ
と
。

二
憔
港
の
維
持
管
理
若
し
く
は
そ
の
活
用
の
促
進
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
漁
港
の
維
持
管
理
等
」
と
い
う
c

)

又
は
漁
港
の
発
展
に
関
す
る
情
報
又
は
資
料
を
収
集
し
、
及
び
提
供
す
る
こ
と
。

三
漁
港
の
維
持
管
理
等
又
は
漁
港
の
発
展
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
。

四
漁
港
の
維
持
管
理
等
又
は
漁
港
の
発
展
に
関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
啓
発
を
行
う
こ
と
。

五
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

（
監
督
等
）

第
六
十
三
条
淮
港
管
理
者
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
漁
港
協
力
団
体
に
対
し
、
そ
の
業
務
に
関
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

漁
港
管
理
者
は
、
漁
港
協
力
団
体
が
前
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
し
て
い
な
い
と
認
め

る
と
き
は
、
漁
港
協
力
団
体
に
対
し
、
そ
の
業
務
の
運
営
の
改
善
に
関
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。

3

漁
港
管
理
者
は
、
漁
港
協
力
団
体
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
す

こ
と
が
で
き
る
。

4

漁
港
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
情
報
の
提
供
等
）

第
六
十
四
条
農
林
水
産
大
臣
又
は
漁
港
管
理
者
は
、
漁
港
協
力
団
体
に
対
し
、
そ
の
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な

情
報
の
提
供
又
は
指
導
若
し
く
は
助
言
を
す
る
も
の
と
す
る
。

（
漁
港
協
力
団
体
に
対
す
る
許
可
の
特
例
）

第
六
十
五
条
漁
港
協
力
団
体
が
第
六
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
漁
港
の
区
域
内
の
水
域

又
は
公
共
空
地
に
お
け
る
水
面
又
は
土
地
の
一
部
の
占
用
に
つ
い
て
の
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
漁
港
協
力
団
体
と
漁
港
管
理
者
と
の
協
議
が
成
立
す
る
こ
と
を
も
つ
て
、
当
該
規
定
に
よ
る
許
可
が
あ

っ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
水
産
業
協
同
組
合
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条
水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
八
項
た
だ
し
書
中
「
同
項
第
二
号
」
を
「
第
一
項
第
八
号
の
事
業
（
こ
れ
に
附
帯
す
る
事
業
を
含
む
。
）

の
う
ち
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
―
―
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
四
十
四
条
第
一
項
に

規
定
す
る
認
定
計
画
に
基
づ
き
行
う
事
業
並
び
に
第
三
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
第
三
号
中
「
漁
港
漁
場

整
備
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
」
を
「
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

第
八
十
七
条
第
十
一
項
た
だ
し
書
中
「
た
だ
し
」
の
下
に
「
、
第
一
項
第
八
号
の
事
業
（
こ
れ
に
附
帯
す
る
事
業

日€
を
含
む
。
）
の
う
ち
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
計
画
に
基
づ
き

行
う
事
業
」
を
加
え
る
。

2
 ｀

←
(
＇
~
行
[
〗
〗
~
い
門
且
昌
い
日
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
て
定
め
る
日
か
ら
施
行
＿

令
第
二
条
農
林
水
産
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
お
い
て
も
、
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
次
項
に
お
い
て
「
新
漁
港
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十

条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
漁
港
施
設
等
活
用
基
本
方
針
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
新
漁
港
法
第
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
漁
港
施
設
等
活
用
基
本
方
針
は
、
施

行
日
に
お
い
て
同
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
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（
審
査
請
求
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
漁
港
漁
場
整
備
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
漁
港
法
」
と
い
う
。
）
若

し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
又
は
旧
漁
港
法
第
二
十
六
条
の
漁
港
管
理
規
程
に
よ
っ
て
し
た
漁
港
管
理
者
の
処
分
に

つ
い
て
の
審
査
請
求
で
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
裁
決
が
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る。
2

旧
漁
港
法
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
基
づ
く
農
林
水
産
大
臣
の
処
分
又
は
そ
の
不
作
為
に
つ
い
て
の
審
査
請
求

で
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
裁
決
が
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
検
討
）

第
四
条
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
施

行
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に

つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
地
方
自
治
法
等
の
一
部
改
正
）

第
五
条
次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
漁
港
漁
場
整
備
法
]
を
「
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改

め
る
。

一
地
方
自
治
法
（
昭
和
―
―
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
附
則
第
六
条
第
四
号

―
―
地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
第
十
二
条
第
一
＿
一
項
の
表
第
九
号

三
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
三
条
第
十
号

四
企
業
合
理
化
促
進
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
五
号
）
第
八
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で

五
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
七
条
第
一
項
第
一
号

六
離
島
振
興
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
別
表
口

七
自
衛
隊
法
（
昭
和
―
―
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
百
十
五
条
の
六
（
見
出
し
を
含
む
。
）

八
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
別
表
漁
港
の
項

九
海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
四
条
第
一
項

十
地
す
べ
り
等
防
止
法
（
昭
和
―
―
-
+
＝
一
年
法
律
第
三
十
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項

十
一
河
川
法
（
昭
和
―
―
―
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
六
条
第
五
項

十
二
外
国
人
漁
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
六
十
号
）
第
二
条
第
八
項
及
び
第
六
条
第
五

項
十
三
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十
二
条
第

三
項

十
四
海
洋
水
産
資
源
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
号
）
第
三
条
第
四
項

十
五
海
上
交
通
安
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
一
条
第
二
項
第
一
＿
一
号

十
六
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
一
条
及
び
第
六
条
第
三
項

十
七
地
震
防
災
対
策
強
化
地
域
に
お
け
る
地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
贋
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
一
二
号
）
第
三
条
第
一
項
第
四
号

十
八
地
価
税
法
（
平
成
一
―
一
年
法
律
第
六
十
九
号
）
別
表
第
一
第
十
三
号
イ
及
び
第
十
九
号

十
九
地
震
防
災
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
第
五
号

―
―
十
原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
八
号
）
別
表

漁
港
の
項

―
-
+
―
水
産
基
本
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項

二
十
二
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）
別
表
四
の
項

二
十
三
有
明
海
及
び
八
代
海
等
を
再
生
す
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
号
）

第
九
条
第
一
項

二
十
四
景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
第
八
条
第
二
項
第
四
号
口
及
び
ハ

m並
び
に
第
五
十
四
条
（
見

出
し
を
含
む
。
）

二
十
五
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
第
二
百
二
十
四
条
第
一
号
ホ

二
十
六
駐
留
軍
等
の
再
編
の
円
滑
な
実
施
に
関
す
る
特
別
措
罹
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
六
十
七
号
）
別
表
二
の

項
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第
三
節
漁
港
水
面
施
設
運
営
権

（
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
の
設
定
）

第
四
十
八
条
漁
港
管
理
者
は
、
認
定
計
画
実
施
者
（
第
五
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
定
め
ら
れ
た
実
施

計
画
の
認
定
を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
に
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
に
関
す
る
活
用
推
進
計
画
に
お
け
る
記
載
事
項
の
追
加
等
）

第
四
十
九
条
漁
港
管
理
者
は
、
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
漁
港
施
設
等
活
用
事
業
を
実

施
し
よ
う
と
す
る
者
の
申
請
に
係
る
実
施
計
画
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
活
用
推
進
計
画
に
、
第
四

十
一
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
認
定
計
画
実
施
者
に
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
を
設
定
す
る
旨

二
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
の
水
域

―
―
―
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
に
係
る
漁
港
施
設
等
活
用
事
業
の
実
施
期
間
が
満
了
し
た
場
合
そ
の
他
の
事
由
に
よ

り
前
号
に
掲
げ
る
水
域
を
用
い
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
水
域
を
原
状
に
回
復
す
る
た
め
の
措

置
に
関
す
る
事
項

2

活
用
推
進
計
画
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
漁
港
管
理
者
は
、
第
四
十
一
条
第
二
項
第
一

号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
前
項
各
号
に
掲
げ
る

事
項
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
水
域
に
お
け
る
水
面
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に

協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、

次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
同
意
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一
海
区
漁
場
計
画
（
漁
業
法
第
六
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
海
区
漁
場
計
画
を
い
う
。
）
又
は
内
水
面
漁
場
計

画
（
同
法
第
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
水
面
漁
場
計
画
を
い
う
。
）
の
内
容
と
抵
触
す
る
も
の
で
な
い
こ

と。
―
―
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
都
道
府
県
知
事
の
管
轄
に
属
す
る
水
面
に
お
け
る
漁
業
生
産
力
を
発
展

さ
せ
る
た
め
の
水
面
の
総
合
的
な
利
用
の
推
進
並
び
に
水
産
動
植
物
の
生
育
環
境
の
保
全
及
び
改
善
に
著
し
い

支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

4

都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
項
の
同
意
を
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
関

係
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
又
は
関
係
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5

漁
港
管
理
者
が
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
活
用
推
進
計
画
に
つ
い
て
第
四
十
一
条
第
七
項
に
規

定
す
る
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
前
三
項
」
と
あ
る

の
は
、
「
前
―
―
一
項
及
び
第
四
十
九
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
と
す
る
。

（
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
に
関
す
る
実
施
計
画
に
お
け
る
記
載
事
項
の
追
加
等
）

第
五
十
条
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
活
用
推
進
計
画
が
定
め
ら
れ
た
樵
港
に
お
い
て
、
そ
の
実
一

施
し
よ
う
と
す
る
漁
港
施
設
等
活
用
事
業
の
た
め
に
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
の
設
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

第
四
十
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
実
施
計
画
を
作
成
し
、
第
四
十
一

三
条
第
一
項
の
認
定
を
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。

一
設
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
に
係
る
漁
港
施
設
等
活
用
事
業
の
内
容
及
び
そ
の
実
施
期

間
二
設
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
の
水
域

三
設
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
の
存
続
期
間

四
第
二
号
に
掲
げ
る
水
域
に
お
い
て
活
用
事
業
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
活
用
声

業
施
設
の
種
類
及
び
規
模
そ
の
他
の
当
該
活
用
事
業
施
設
の
設
置
に
関
す
る
事
項

五
第
三
号
に
掲
げ
る
存
続
期
間
が
満
了
し
た
場
合
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
水
域
に
お
い
て
漁
港
水
面
施
設
運
帯

権
の
設
定
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
活
用
事
業
施
設
の
撤
去
の
方
法
そ
の
他
の
当
該
水
域

原
状
に
回
復
す
る
た
め
の
措
潰
の
内
容

六
第
一
号
の
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
に
係
る
漁
港
施
設
等
活
用
事
業
に
関
す
る
資
金
計
画
及
び
収
支
計
画

~
~
~
~
~
~
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第
五
十
一
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
実
施
計
画

の
認
定
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
、
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ

と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

―
―
第
五
十
九
条
第
一
＿
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
漁
港

水
面
施
設
運
営
権
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

―
―
―
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
を
有
す
る
者
（
以
下
「
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
者
」
と
い
う
。
）
で
法
人
で
あ
る
も
の

が
第
五
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
取
消

し
の
日
前
二
十
日
以
内
に
当
該
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
者
の
役
員
で
あ
っ
た
者
で
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五

年
を
経
過
し
な
い
も
の

四
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
者
で
法
人
で
あ
る
も
の
が
第
五
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
漁
港
水
面
施
設
運
営

権
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
が
発
生
し
た
当
時
現
に
当
該
漁
港

水
面
施
設
運
営
権
者
の
親
会
社
等
（
そ
の
法
人
の
経
営
を
実
質
的
に
支
配
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
関
係
に
あ

る
法
人
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
た
法
人
で
、
そ
の
取
消
し
の

日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の

五
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号

に
規
定
す
る
暴
力
団
員
又
は
同
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
で
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（
第

七
号
に
お
い
て
「
暴
力
団
員
等
」
と
い
う
。
）

六
法
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
う
ち
に
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
又
は
前
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
者
が
あ
る
も
の

七
暴
力
団
員
等
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
者

八
法
人
で
あ
つ
て
、
そ
の
者
の
親
会
社
等
が
前
各
号
（
第
三
号
及
び
第
五
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の

（
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
の
設
定
の
時
期
等
）

第
五
十
二
条
漁
港
管
理
者
は
、
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
活
用
推
進
計
画
に
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
、
実
施
計
画
（
第
五
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
定
め
ら
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
活
用
推
進
計
画
に
従
い
、
認
定
計
画
実
施
者
に
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
を
設
定
す

る
も
の
と
す
る
。

2

漁
港
水
面
施
設
運
営
権
の
設
定
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
に
係
る
漁
港
施
設
等
活
用
事
業
の
内
容
及
び
そ
の
実
施
期
間

二
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
の
水
域

三
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
の
存
続
期
間

（
性
質
）

第
五
十
三
条
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
は
、
物
権
と
み
な
し
、
こ
の
法
律
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
土

地
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
。

（
権
利
の
目
的
）

第
五
十
四
条
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
は
、
法
人
の
合
併
そ
の
他
の
一
般
承
継
、
譲
渡
、
滞
納
処
分
、
強
制
執
行
、

仮
差
押
え
及
び
仮
処
分
並
び
に
抵
当
権
の
目
的
と
な
る
ほ
か
、
蹄
権
利
の
目
的
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。



-204-

--0123456789

令和 5年 5月 26日 金躍日 官 報 （号外第 11 1号） 20 

四
漁
港
施
設
の
円
滑
な
利
用
の
確
保
、
漁
港
の
区
域
内
の
水
域
に
設
定
さ
れ
て
い
る
漁
業
権
の
内
容
た
る
漁
業

に
係
る
漁
港
の
利
用
と
の
調
和
そ
の
他
漁
港
施
設
等
活
用
事
業
の
実
施
に
際
し
配
慮
す
べ
き
漁
港
の
漁
業
上
の

利
用
の
確
保
に
関
す
る
事
項

五
漁
港
の
利
用
者
の
安
全
の
確
保
、
環
境
と
の
調
和
そ
の
他
漁
港
施
設
等
活
用
事
業
の
実
施
に
際
し
配
慮
す
べ

き
事
項

六
第
一
二
号
に
掲
げ
る
漁
港
施
設
の
貸
付
け
又
は
同
号
に
掲
げ
る
水
域
（
第
四
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る

漁
港
水
面
施
設
運
営
権
の
水
域
を
除
く
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
公
共
空
地
に
お
け
る
水
面

若
し
く
は
土
地
の
占
用
に
関
す
る
事
項

七
漁
港
施
設
等
活
用
事
業
の
実
施
期
間
が
満
了
し
た
場
合
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
第
三
号
に
掲
げ
る
漁
港
施
設

又
は
漁
港
の
区
域
内
の
水
域
若
し
く
は
公
共
空
地
を
用
い
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
漁
港
施
設

又
は
当
該
水
域
若
し
く
は
当
該
公
共
空
地
を
原
状
に
回
復
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

3

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
実
施
期
間
は
、
三
十
年
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

4

漁
港
管
理
者
は
、
活
用
推
進
計
画
に
第
二
項
第
三
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
（
漁
港
施
設
の
貸
付
け
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
を
定
め
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
事
項
に
係
る
漁
港
施
設
の
所
有
者
（
当
該
漁
港
管
理

者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
）
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5

漁
港
管
理
者
は
、
活
用
推
進
計
画
を
定
め
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
地
方
公
共
団
体
、
当
該
漁
港
を
利

用
す
る
水
産
業
者
及
び
水
産
業
に
関
す
る
団
体
そ
の
他
の
関
係
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6

漁
港
管
理
者
は
、
活
用
推
進
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
農
林
水
産

大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

7

前
三
項
の
規
定
は
、
活
用
推
進
計
画
の
変
更
（
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

（
実
施
計
画
の
作
成
及
び
認
定
の
申
請
）

第
四
十
二
条
活
用
推
進
計
画
が
定
め
ら
れ
た
漁
港
に
お
い
て
、
漁
港
施
設
等
活
用
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
漁
港
施
設
等
活
用
事
業
の
実
施
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
実
施

計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
当
該
漁
港
の
漁
港
管
理
者
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

実
施
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
実
施
し
よ
う
と
す
る
漁
港
施
設
等
活
用
事
業
の
内
容
及
び
そ
の
実
施
期
間

二
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
漁
港
施
設
又
は
水
面
若
し
く
は
士
地
の
占
用
を
し
よ
う
と
す
る
漁
港
の
区
域
内

の
水
域
若
し
く
は
公
共
空
地

三
漁
港
施
設
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
期
間
又
は
漁
港
の
区
域
内
の
水
域
若
し
く
は
公
共
空
地
に
お
い
て

水
面
若
し
く
は
土
地
の
占
用
を
し
よ
う
と
す
る
期
間

四
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
港
施
設
又
は
水
域
若
し
く
は
公
共
空
地
に
お
い
て
漁
港
施
設
等
活
用
事
業
に
よ
り
施
設

の
設
置
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
施
設
（
以
下
「
活
用
事
業
施
設
」
と
い
う
。
）
の
種
類
及
び
規
模
そ
の

他
の
当
該
活
用
事
業
施
設
の
設
置
に
関
す
る
事
項

五
貸
付
け
又
は
占
用
の
期
間
が
満
了
し
た
場
合
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
漁
港
施
設
の
貸
付
け
を
受
け
な
い
こ
と

と
な
っ
た
場
合
又
は
漁
港
の
区
域
内
の
水
域
若
し
く
は
公
共
空
地
に
お
い
て
水
面
若
し
く
は
土
地
の
占
用
を
し

な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
活
用
事
業
施
設
の
撤
去
の
方
法
そ
の
他
の
当
該
漁
港
施
設
又
は
当
該
水
域

若
し
く
は
当
該
公
共
空
地
を
原
状
に
回
復
す
る
た
め
の
措
置
の
内
容

六
第
一
号
の
漁
港
施
設
等
活
用
事
業
に
関
す
る
資
金
計
画
及
び
収
支
計
画

3

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
は
、
当
該
漁
港
施
設
等
活
用
事
業
の
実
施
に
係
る
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定

す
る
基
本
施
設
で
あ
る
漁
港
施
設
の
利
用
方
法
及
び
当
該
施
設
の
使
用
料
の
料
率
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
は
、
活
用
事
業
施
設
の
設
置
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

一
漁
港
施
設
の
形
質
の
変
更
に
関
す
る
事
項

二
水
域
又
は
公
共
空
地
に
お
け
る
工
作
物
の
建
設
若
し
く
は
改
良
（
水
面
又
は
上
地
の
占
用
を
伴
う
も
の
を
除

く
。
）
又
は
土
地
の
掘
削
若
し
く
は
盛
土
に
関
す
る
事
項

:

：

：

：

:

:

 

（
実
施
計
画
の
認
定
等
）

第
四
十
三
条
漁
港
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認

に
係
る
実
施
計
画
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の

の
と
す
る
。

一
当
該
実
施
計
両
の
内
容
が
当
該
漁
港
の
活
用
推
進
計
画
に

二
当
該
実
施
計
画
の
内
容
が
当
該
漁
港
の
漁
業
上
の
利
用
を

三
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
実
施
計
画
の
内
容
が

の
利
用
を
著
し
く
阻
害
し
、
そ
の
他
当
該
漁
港
の
保
全
に
著

こ
と
。

四
当
該
実
施
計
画
が
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
さ
れ
る
と
見
込

2

漁
港
管
理
者
は
、
前
項
の
認
定
を
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

当
該
認
定
を
申
請
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
前
条
第
一
一
項

の
公
告
、
縦
覧
そ
の
他
の
漁
港
施
設
の
貸
付
け
又
は
漁
港
の
区

若
し
く
は
土
地
の
占
用
が
公
正
な
手
続
に
従
っ
て
さ
れ
る
こ
と

ば
な
ら
な
い
。

3

漁
港
管
理
者
は
、
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な

前
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
概
要

る
と
と
も
に
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
港
施
設
の
所
有
者
（
当

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
認
定
計
画
実
施
者
」

変
更
（
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
除
く
。
）
を
し

認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5

第
一
項
か
ら
第
一
二
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る

（
実
施
計
画
に
係
る
行
政
財
産
で
あ
る
漁
港
施
設
の
貸
付
け
）

第
四
十
四
条
国
又
は
地
方
公
共
団
体
は
、
国
有
財
産
法
第
十
八

四
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
条
第
一
項
の
認
定
を
受

あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
「
認
定
計
画
」

施
設
を
認
定
計
画
実
施
者
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
借
地
借
家
法
第

定
は
、
適
用
し
な
い
。

3

国
有
財
産
法
第
二
十
一
条
（
第
一
項
第
二
号
に
係
る
部
分
を

並
び
に
地
方
自
治
法
第
一

け
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
四
十
五
条
漁
港
管
理
者
は
、
認
定
計
画
が
第
四
十
三
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
い
も
の
と
な
っ

た
と
認
め
る
と
き
は
、
認
定
計
画
実
施
者
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

漁
港
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
者
が
当
該
勧
告
に
従
い
必
要
な
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た

と
き
は
、
第
四
十
三
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
認
定
（
第
五
十
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
単
に
「
認
定
」
と
い
う
。
）

を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

3

漁
港
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
と

と
も
に
、
第
四
十
二
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
港
施
設
の
所
有
者
（
当
該
漁
港
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団

体
を
除
く
。
）
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
農
林
水
産
省
令
へ
の
委
任
）

第
四
十
六
条
第
四
十
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
認
定
計
画
に
定
め
ら
れ
た
漁
港
施
設
の
貸
付
け

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。

（
助
言
又
は
勧
告
）

第
四
十
七
条
農
林
水
産
大
臣
は
、
漁
港
施
設
等
活
用
事
業
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
漁
港
管
理
者
に
対
し
、
活
用
推
進
計
画
に
定
め
た
事
項
そ
の
他
の
漁
港
施
設
等
活
用
事

業
の
実
施
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
必
要
な
助
言
又
は
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
四
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
漁
港
施
設
等
活
用
事
業
の
意
義
）

第
四
条
の
二
こ
の
法
律
で
「
漁
港
施
設
等
活
用
事
業
」
と
は
、
漁
業
根
拠
地
と
し
て
の
漁
港
の
漁
業
上
の
利
用
の

確
保
に
配
慮
し
つ
つ
、
漁
港
施
設
又
は
漁
港
の
区
域
内
の
水
域
若
し
く
は
公
共
空
地
の
有
効
活
用
を
図
る
こ
と
に

よ
り
、
当
該
漁
港
に
係
る
水
産
業
の
健
全
な
発
展
及
び
水
産
物
の
供
給
の
安
定
に
寄
与
す
る
次
に
掲
げ
る
事
業
を

い
う
。

一
当
該
漁
港
に
お
い
て
取
り
扱
う
水
産
物
の
販
売
（
直
売
所
に
お
い
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
又
は
当
該
水
産
物

を
材
料
と
す
る
料
理
の
提
供
を
行
う
事
業
そ
の
他
当
該
水
産
物
の
消
費
の
増
進
に
関
す
る
事
業

二
遊
漁
（
釣
り
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
水
産
動
植
物
を
採
捕
す
る
こ
と
を
い
い
、
漁
業
法
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
漁
業
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
漁
業
体
験
活
動
又
は
海
洋
環
境
に
関
す
る

体
験
活
動
若
し
く
は
学
習
の
機
会
の
提
供
を
行
う
事
業
そ
の
他
当
該
漁
港
の
存
す
る
地
域
と
他
の
地
域
と
の
問

の
交
流
の
促
進
に
関
す
る
事
業

―
―
―
前
―
一
号
に
掲
げ
る
事
業
に
附
帯
す
る
事
業

（
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
の
意
義
）

第
四
条
の
三
こ
の
法
律
で
「
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
」
と
は
、
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
設
定
を
受
け
て
、
漁

港
の
区
域
内
の
一
定
の
水
域
に
お
け
る
水
面
固
有
の
資
源
を
利
用
す
る
漁
港
施
設
等
活
用
事
業
（
遊
漁
、
漁
業
体

験
活
動
又
は
海
洋
環
境
に
関
す
る
体
験
活
動
若
し
く
は
学
習
の
機
会
の
提
供
を
行
う
事
業
に
限
る
。
）
を
実
施
す
る

た
め
に
、
当
該
水
面
の
占
用
を
し
て
必
要
な
施
設
を
設
置
し
、
運
営
す
る
権
利
を
い
う
。

第
十
七
条
第
十
項
中
「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
章
に
お
い
て
」
を
加
え
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
又
は
次
条
第
四
項
」
を
「
、
次
条
第
四
項
」
に
改
め
、
「
を
す
る
場
合
]
の
下

に
「
又
は
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
計
画
（
第
四
十
二
条
第
一
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

（
漁
港
施
設
の
貸
付
け
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
が
定
め
ら
れ
た
も
の
に
限

る
。
）
に
従
っ
て
す
る
場
合
」
を
加
え
る
。

第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
及
び
加
工
」
を
「
、
加
工
及
び
販
売

j

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
（
こ
れ
ら
の
者

の
委
託
を
受
け
て
特
定
漁
港
施
設
の
管
理
を
行
う
漁
港
管
理
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、

「
い
う
l

の
下
に
「
。
第
四
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
る
。

第
三
十
八
条
中
「
同
様
で
あ
る
」
を
「
同
様
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2

前
項
の
規
定
は
、
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
計
画
（
第
四
十
二
条
第
一
二
項
に
規
定
す
る
事
項
が
定

め
ら
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
従
っ
て
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
三
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
す
る
行
為
」
の
下
に
「
、
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
計
画
三

四
十
二
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
（
水
面
又
は
土
地
の
占
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
条
第

四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
又
は
第
五
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
定
め
ら
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
従
っ
て

す
る
行
為

j

を
加
え
る
。

第
三
十
九
条
の
五
第
一
項
中
「
第
三
十
九
条
第
一
項
」
を
「
、
第
三
十
九
条
第
一
項
」
に
、
「
採
取
又
は
」
を
「
採

取
若
し
く
は
l

に
改
め
、
「
受
け
た
者
」
の
下
に
「
又
は
第
四
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
認
定
計
画
実
施
者
（
第
四

十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
計
画
に
お
い
て
第
四
十
二
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
一
＿
一
号
に
掲
げ
る
事
項
（
水
面

又
は
上
地
の
占
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
第
五
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
者
に
限
る
。
）
」
を

加
え
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
同
条
第
四
項
」
を
「
第
一
二
十
九
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。
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第
四
十
七
条
を
第
七
十
三
条
と
す
る
。

第
四
十
六
条
中
「
者
は
」
を
「
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
許
可
を

受
け
な
い
で
、
」
を
「
規
定
に
違
反
し
て
」
に
、
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
三
十
八
条
の
認
可

を
受
け
な
い
で
」
を
「
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
」
に
、
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号

中
「
者

j

を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
四
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
七
条
第
二
項
」
に
、
「
者
l

を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
十
二
条
と
す
る
。

第
四
十
五
条
中
「
者
は
]
を
「
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
]
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
第
二
十

四
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
い
で
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
後
段
の
規
定

に
違
反
し
て
、
」
に
、
「
者

j

を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
条
第
一
＿
一
号
中
「
許

可
を
受
け
な
い
で
、

j

を
「
規
定
に
違
反
し
て
」
に
、
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
基
本
施
設
で
あ

る
漁
港
施
設
を
損
傷
し
、
又
は
汚
損
し
た
者
」
を
「
同
項
第
一
号
に
該
当
す
る
行
為
を
し
た
と
き
。
」
に
改
め
、
同
条

を
第
七
十
一
条
と
す
る
。

第
七
章
を
第
九
章
と
す
る
。

第
六
章
中
第
四
十
四
条
の
二
を
第
七
十
条
と
し
、
第
四
十
四
条
を
第
六
十
九
条
と
す
る
。

第
四
十
三
条
を
削
る
。

第
四
十
二
条
中
「
第
三
十
八
条
」
を
「
第
一
二
十
八
条
第
一
項

j

に
改
め
、
「
又
は
」
を
削
り
、
「
許
可
」
の
下
に
「
を

し
、
又
は
第
四
十
二
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
（
水
面
又
は
土
地
の
占
用
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
項
、
同
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
若
し
く
は
第
五
十
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項
が
定
め
ら
れ
た
実
施
計
両
の
認
定
」
を
加
え
、
同
条
を
第
六
十
八
条
と
し
、
第
四
十
一
条
を
第
六
十
七

条
と
す
る
。

第
四
十
条
第
一
項
中
「
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
」
を
「
関

係
地
方
公
共
団
体
の
意
見
を
聴
い
て
」
に
改
め
、
「
こ
れ
を
1

の
下
に
「
当
該
漁
港
の

j

を
加
え
、
同
項
後
段
を
削
り
、

同
条
第
三
項
中
「
市
町
村
長
、
都
道
府
県
知
事
又
は
」
を
削
り
、
「
前
二
項
l

を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
経
て
」
を
「
経
、
か
つ
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
意
見
を
聴
い
て
」
に
改
め
、
「
こ
れ

を
」
の
下
に
「
当
該
漁
港
の
」
を
加
え
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
し
よ
う
と
す
る
当
該
施
設
で
、
農
林
水
産
大
臣
が
あ
ら
か
じ
め
水
産
政
策
審
議
会

の
議
を
経
て
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
水
産
政
策
審
議
会
の
議
を
経
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
四
十
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2

市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
施
設
の
指
定
を
し
た
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
当
該
施
設
の
所
有
者
又

は
占
有
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
条
を
第
六
十
六
条
と
す
る
。

第
六
章
を
第
八
章
と
し
、
第
五
章
の
次
に
次
の
二
章
を
加
え
る
。

第
六
章
漁
港
の
活
用
の
促
進

第
一
節
漁
港
施
設
等
活
用
基
本
方
針

第
四
十
条
農
林
水
産
大
臣
は
、
漁
港
施
設
等
活
用
事
業
の
推
進
に
関
す
る
基
本
方
針
（
以
下
「
漁
港
施
設
等
活
用

基
本
方
針
l

と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

漁
港
施
設
等
活
用
基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
漁
港
施
設
等
活
用
事
業
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
方
向

二
漁
港
施
設
等
活
用
事
業
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
に
関
す
る
事
項

―
―
―
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

四
漁
港
施
設
等
活
用
事
業
の
実
施
に
際
し
配
慮
す
べ
き
漁
港
の
漁
業
上
の
利
用
の
確
保
に
関
す
る
事
項

五
そ
の
他
漁
港
施
設
等
活
用
事
業
の
推
進
に
関
す
る
重
要
事
項

3

第
六
条
の
二
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
漁
港
施
設
等
活
用
基
本
方
針
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
節
漁
港
施
設
等
活
用
事
業
の
実
施
等

（
活
用
推
進
計
画
）

第
四
十
一
条
漁
港
管
理
者
は
、
そ
の
管
理
す
る
漁
港
に
つ
い
て
、
漁
港
施
設
等
活
用
基
本
方
針
に
即
し
て
、
漁
港

施
設
等
活
用
事
業
の
推
進
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
活
用
推
進
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

活
用
推
進
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
漁
港
施
設
等
活
用
事
業
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針

二
漁
港
施
設
等
活
用
事
業
と
し
て
求
め
ら
れ
る
事
業
内
容
に
関
す
る
事
項
及
び
そ
の
実
施
期
間

―
―
―
漁
港
施
設
等
活
用
事
業
の
用
に
供
す
る
漁
港
施
設
又
は
漁
港
の
区
域
内
の
水
域
若
し
く
は
公
共
空
地
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令和 5年 5月26日 金曜日 官 報 （号外第 11 1号） 18 

「
第
六
章

第
七
章

目
次
中 令

和
五
年
五
月
二
十
六
日

御

名

御

璽

漁
港
漁
場
整
備
法
及
び
水
産
業
協
同
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

律
第
三
十
四
号

漁
港
漁
場
整
備
法
及
び
水
産
業
協
同
組
合
法
の
一
部

（
漁
港
漁
場
整
備
法
の
一
部
改
正
）

一
条
漁
港
漁
場
整
備
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
一
―
-

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

闘
謡
旦
闘
冒
昇

内
閣
総
理
大
臣

第
四
十
条
）

等
（
第
四
十
一
条
—
第
四
十
七
条
）

十

八

条

ー

第

六

十

条

）

に

改

め

る

。

第
六
十
五
条
）

条）
第
一
条
中
「
及
び
漁
港
」
を
「
並
び
に
漁
港
」
に
改
め
、
「
適
正
に
し
」
の
下
に
「
、
及
び
そ
の
活
用
を
促
進
し
」

を
加
え
る
。

第
三
条
第
一
号
ハ
中
「
及
び
泊
地
」
を
「
、
泊
地
及
び
漁
具
管
理
水
域
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
ホ
中
「
給
油
」

を
「
燃
料
供
給
」
に
改
め
、
同
号
へ
中
「
養
殖
用
餌
料
保
管
調
製
施
設
」
を
「
養
殖
用
餌
料
保
管
調
製
施
設
」
に
改

め
、
「
養
殖
用
作
業
施
設
」
の
下
に
「
、
陸
上
養
殖
施
設
」
を
加
え
、
同
号
卜
中
「
及
び
加
工
施
設
」
を
「
、
加
工
及

び
販
売
施
設
」
に
改
め
、
「
荷
役
機
械
」
の
下
に
「
、
配
送
用
作
業
施
設
」
を
加
え
、
「
並
び
に
加
工
場
」
を
「
、
加
主

場
、
仲
卸
施
設
並
び
に
直
売
所
」
に
改
め
、
同
号
ヌ
中
「
船
舶
保
管
施
設
」
の
下
に
「
、
発
電
施
設
」
を
加
え
、
同

号
力
中
「
休
憩
所
」
の
下
に
「
、
避
難
施
設
、
避
難
経
路
、
防
災
情
報
提
供
施
設
」
を
加
え
る
。

岸

田

文

雄
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議案第27号 ］ 
茅ヶ崎市都市公園条例の一部を改正する条例について

1 提案の理由

入札制度を活用することにより、自動販売機の設置の許可に係る使用料収入の増加を

図るため提案する。

2 根拠法規

都市公園法（昭和 31年法律第 79号）第 18条

3 条例の概要

(1) 自動販売機の設置の許可を受けた者に係る使用料の額は、入札により決定した額と

することができることとした。（第 12条関係）

(2) 所要の規定を整備することとした。（第 20条の 2関係）

(3) この条例は、令和 6年 4月 1日から施行することとした。



-208-

--0123456789

茅ヶ崎市都市公園条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 後 改 正
ヽr

目lj

（使用料）

第 12条法第 5条第 1項、法第6条第1項若し

くは第 3項又は第 3条第 1項若しくは第4項の

許可を受けた者は、 使用

料を納付しなければならない。

2 前項の使用料（以下「使用料」という。）の

額は、別表第 3に定める額とする。ただし、法

第 5条第 1項の規定により自動販売機の設置の

許可を受けた者に係る使用料の額については、

入札により決定した額とすることができる。

3 略

4 略

（体験学習施設に関する特例）

第 20条の 2 茅ヶ崎公園の体験学習施設につい

ての第 11条、第 12条第4項、第 15条、第

1 6条、第 18条、第 18条の 3、第 18条の

4、第 18条の 6及び第 19条の規定の適用に

ついては、これらの規定中「市長」とあるのは

「教育委員会」とする。

（使用料）

第 12条法第5条第 1項、法第 6条第 1項若し

くは第 3項又は第 3条第 1項若しくは第4項の

許可を受けた者は、別表第 3に定める額の使用

料を納付しなければならない。

2 略

3 略

（体験学習施設に関する特例）

第 20条の 2 茅ヶ崎公園の体験学習施設につい

ての第 11条、第 12条第 3項、第 15条、第

1 6条、第 18条、第 18条の 3、第 18条の

4、第 18条の 6及び第 19条の規定の適用に

ついては、これらの規定中「市長」とあるのは

「教育委員会」とする。
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茅ヶ崎市都市公園条例の一部を改正する条例参照条文

0都市公園法

（公園管理者以外の者の公園施設の設置等）

第五条 第二条の三の規定により都市公園を管理する者（以下「公園管理者」という。）以外の者は

、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例（国の設置に係る都

市公園にあっては、国土交通省令）で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許

可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 公園管理者は、公園管理者以外の者が設ける公園施設が次の各号のいずれかに該当する場合に限

り、前項の許可をすることができる。

ー 当該公園管理者が自ら設け、又は管理することが不適当又は困難であると認められるもの

二 当該公園管理者以外の者が設け、又は管理することが当該都市公園の機能の増進に資すると認

められるもの

3 公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理する期間は、十年をこえることができない。こ

れを更新するときの期間についても、同様とする。

4 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成十一年法律第百十七号）

第二条第五項に規定する選定事業者が同条第四項に規定する選定事業として行う公園施設の設置又

は管理の期間は、前項の規定にかかわらず、当該選定事業に係る同法第五条第二項第五号に規定す

る事業契約の契約期間（当該契約期間が三十年を超える場合にあっては、三十年）の範囲内におい

て公園管理者が定める期間とする。

（都市公園の占用の許可）

第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとす

るときは、公園管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、エ作物その他の物件

又は施設の構造その他条例（国の設置に係る都市公園にあっては、国土交通省令）で定める事項を

記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。

旦 第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した

申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。ただし、その変更が、条例（国

の設置に係る都市公園にあっては、政令）で定める軽易なものであるときは、この限りでない。

4 第一項の規定による都市公園の占用の期間は、十年をこえない範囲内において政令で定める期間

をこえることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。

（条例又は政令で規定する事項）

第十八条 この法律及びこの法律に基づく命令で定めるもののほか、都市公園の設置及び管＿理に関し

必要な事項は、条例（国の設置に係る都市公園にあっては、政令）で定めるQ_

0茅ヶ崎市都市公園条例

（行為の制限）

第 3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならな

し‘
゜

旦上物品を販売し、又は配布すること。

阜業として、写真及び映画の撮影又はラジオ若しくはテレビジョンの録音、録画若しくは放送を

行うこと。

(3) 興行を行うこと。

辺競技会、展示会、集会その他これらに類する催し竺互少に都市公園の全部又は一部を独占して

使用すること。

豆募金、署名運動その他これらに類する行為を行うこと。

豆花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、目的、期間、場所又は公園施設その他規則で定める事項を記

載した申請書を市長に提出しなければならない。
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3 市長は、第 1項の規定により使用の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場

合は、同項の許可をしないことができる。

(1)都市公園における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2)集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められると

き。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

土 第 1項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申

請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

別表第 3 （第 12条関係）

1 公園施設の設置又は管理の許可による土地又は施設の使用料

饂 壁 金

隼上担 旦 使用部分にかかる土地の価格X (3/100) の算式により算定した額

堡 麟 上生 使用部分にかかる建物の価格X (6/100) ＋当該建物の敷地のうち、当該

建物の建築面積に相当する面積の土地について、（1) を準用して算定した額

2 都市公園の占用許可による使用料

饂 壁 料金（月額）

競技会、集会、展示会その他これらに類する催しの 1面 （日額） 1 2円

ため設けられる仮設工作物

上記以外のもの 茅ヶ崎市道路占用料徴収条例（昭和 47年

茅ヶ崎市条例第 15号）別表（同表備考 7

を除く。）の規定を準用する

3 第 3条第 1項各号に掲げる行為の許可による使用料

麟 壁 料金（日額）

業として行う物品の販売 1 m 2 300円

業として行う映画の撮影又はラジオ若しくはテレビ 旦 8, 0 0 0円

ジョンの録音、録画若しくは放送

豊 1面 1 0 0円

業として行う写真撮影会 撮影機 1台 1日 2 2 0 0 0円

臨時に会費を徴収して行う写真コンテスト撮影会 旦 4, 0 0 0円

競技会その他これに類するもの 旦 2, 0 0 0円

展示会、集会その他これらに類するもの l m2 1 2円
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議案第 28号

茅ヶ崎市営住宅条例の一部を改正する条例について

1 提案の理由

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の改正に伴い、規定を整備

するため提案する。

2 根拠法規

公営住宅法（昭和 26年法律第 19 3号）第 48条

3 条例の概要

(1) 規定を整備することとした。（第 6条関係）

(2) この条例は、令和 6年 4月 1日から施行することとした。
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茅ヶ崎市営住宅条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 後 改 正 前

（入居者の資格）．

第 6条略

2 前項第 1号及び第3号から第 5号までに掲げ

る条件を具備する次に掲げる者（身体上又は精

神上著しい障害があるために常時の介護を必要

とし、かつ、居宅においてこれを受けることが

できず、又は受けることが困難であると認めら

れる者を除く。）は、同項第2号の規定にかか

わらず、現に同居し、又は同居しようとする親

族がない場合であっても、規則で定める規模の

市営住宅に入居することができる。

(1) 

i 略

(4) 

(5)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

等に関する法律（平成13年法律第31号）

第 1条第 2項に規定する被害者又は同法第2

8条の 2に規定する関係にある相手からの暴

力を受けた者で次のいずれかに該当するもの

ア，略

イ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護等に関する法律第 10条第 1項又は第 1

0条の 2 （同法第28条の 2において三狂

らの規定を準用する場合を含む。）の規定

により裁判所がした命令の申立てを行った

者で当該命令がその効力を生じた日から起

算して 5年を経過していないもの

(6)略

3 略

（入居者の資格）

第6条略

2 前項第 1号及び第3号から第5号までに掲げ

る条件を具備する次に掲げる者（身体上又は精

神上著しい障害があるために常時の介護を必要

とし、かつ、居宅においてこれを受けることが

できず、又は受けることが困難であると認めら

れる者を除く。）は、同項第2号の規定にかか

わらず、現に同居し、又は同居しようとする親

族がない場合であっても、規則で定める規模の

市営住宅に入居することができる。

(1) 

｝略

(4) 

(5)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

等に関する法律（平成 13年法律第 31号）

第 1条第 2項に規定する被害者又は同法第2

8条の 2に規定する関係にある相手からの暴

力を受けた者で次のいずれかに該当するもの

ア略

イ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護等に関する法律第 10条第 1項

（同法第 28条の 2において

準用する場合を含む。）の規定

により裁判所がした命令の申立てを行った

者で当該命令がその効力を生じた日から起

算して 5年を経過していないもの

(6)略

3 略
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茅ヶ崎市営住宅条例の一部を改正する条例参照条文

0公営住宅法

（管理に関する条例の制定）

第四十八条 事業主体は、この法律で定めるもののほか、公営住宅及び共＿同施設の管理について必要

な事項を条例で定めなければならない，

0配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律（令和 5年法律第 30号）の

規定による改正後のもの）

（定義）

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対す

る不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる心

身に有害な影響を及ぼす言動（以下この項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と

総称する。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はそ

の婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴

力等を含むものとする。

旦 この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。

3 この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含み、 「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、

事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。

（接近禁止命令等）

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害

を加える旨を告知してする脅迫（以下この章において「身体に対する暴力等」という。）を受けた

者に限る。以下この条並びに第十二条第一項第三号及び第四号において同じ。）が、配偶者（配偶

者からの身体に対する暴力等を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合

にあっては、当該配偶者であった者。以下この条及び第十二条第一項第二号から第四号までにおい

て同じ。）からの更なる身体に対する暴力等により、その生命又は心身に重大な危害を受けるおそ

れが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日

から起算して一年間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下こ

の項において同じ。）その他の場所において被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務

先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。

2 前項の場合において、同項の規定による命令（以下「接近禁止命令」という。）を発する裁判所

又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、接

近禁止命令の効力が生じた日から起算して一年を経過する日までの間、被害者に対して次に掲げる

行為をしてはならないことを命ずるものとする。

面会を要求すること。

― その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

― 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、文書を

送付し、通信文その他の情報（電気通信（電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二

条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号及び第六項第一号において同じ。）の送信元、

送信先、通信日時その他の電気通信を行うために必要な情報を含む。以下この条において「通信

文等」という。）をファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、通信文等をフ

アクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールの送信等をすること。

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知
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り得る状態に置くこと。

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害

する文書、図画、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう

。以下この号において同じ。）に係る記録媒体その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態

に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し、若しくはその知り得る

状態に置くこと。

九 その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置（当該装置の位置に係る位置情報

（地理空間情報活用推進基本法（平成十九年法律第六十三号）第二条第一項第一号に規定する位

置情報をいう。以下この号において同じ。）を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で

定めるものをいう。以下この号及び次号において同じ。） （同号に規定する行為がされた位置情

報記録・送信装置を含む。）により記録され、又は送信される当該位置情報記録・送信装置の位

置に係る位置情報を政令で定める方法により取得すること。

十 その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置を取り付けること、位置情報

記録・送信装置を取り付けた物を交付することその他その移動に伴い位置情報記録・送信装置を

移動し得る状態にする行為として政令で定める行為をすること。

3 第一項の場合において、被害者がその成年に達しない子（以下この項及び次項並びに第十二条第

一項第三号において単に「子」という。）と同居しているときであって、配偶者が幼年の子を連れ

戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその同居している

子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは

、接近禁止命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、

命令の効力が生じた日以後、接近禁止命令の効力が生じた日から起算して一年を経過する日までの

間、当該子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ

。）、就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学す

る学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと及び当該子に対して前項

第二号から第十号までに掲げる行為（同項第五号に掲げる行為にあっては、電話をかけること及び

通信文等をファクシミリ装置を用いて送信することに限る。）をしてはならないことを命ずるもの

とする。ただし、当該子が十五歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。

4 第一項の場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有

する者（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下この項及び次項並びに

第十二条第一項第四号において「親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言

動を行っていることその他の事情があることから被害者がその親族等に関して配偶者と面会するこ

とを余｛義なくされることを防止するため必要があると認めるときは、接近禁止命令を発する裁判所

又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、接

近禁止命令の効力が生じた日から起算して一年を経過する日までの間、当該親族等の住居（当該配

偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）その他の場所において

当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付

近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。

5 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳末満の子を除く。以下この項において同じ。）の

同意（当該親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人の同

意）がある場合に限り、することができる。

6 第二項第四号及び第五号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為（電

話をかけること及び通信文等をファクシミリ装置を用いて送信することを除く。）をいう。

ー 電子メール（特定電子メールの送信の適正化等に関する法律（平成十四年法律第二十六号）第

二条第一号に規定する電子メールをいう。）その他のその受信をする者を特定して情報を伝達す

るために用いられる電気通信の送信を行うこと。

二 前号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す
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る方法であって、内閣府令で定めるものを用いて通信文等の送信を行うこと。

（退去等命令）

第十条の二 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身

体に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受けた者に限る

。以下この条及び第十八条第一項において同じ。）が、配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又

は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっ

ては、当該配偶者であった者。以下この条、第十二条第二項第二号及び第十八条第一項において同

じ。）から更に身体に対する暴力を受けることにより、その生命又は身体に重大な危害を受けるお

それが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた

日から起算して二月間（被害者及び当該配偶者が生活の本拠として使用する建物又は区分建物（不

動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）第二条第二十二号に規定する区分建物をいう。）の所

有者又は賃借人が被害者のみである場合において、被害者の申立てがあったときは、六月間）、被

害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること及び当該住居の付近をはいかいしてはなら

ないことを命ずるものとする。ただし、申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を

共にする場合に限る。

（この法律の準用）

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章までの規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関

係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係にある相手からの

暴力（当該関係にある相手からの身体に対する暴力等をいい、当該関係にある相手からの身体に対

する暴力等を受けた後に、その者が当該関係を解消した場合にあっては、当該関係にあった者から

引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。）及び当該暴力を受けた者について準用する。この場

合において、これらの規定（同条を除く。）中「配偶者からの暴力」とあるのは、 「特定関係者か

らの暴力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする，

第二条 配偶者 第二十八条の二に規定する関係にある相手（

以下「特定関係者」という。）

第六条第一項 、被害者 、被害者（特定関係者からの暴力を受けた者

をいう。以下同じ。）

配偶者又は配偶者であ 特定関係者又は特定関係者であった者

った者

第十条第一項から第四 配偶者 特定関係者

項まで、第十条の二、

第十一条第二項第二号

及び第三項第二号、第

十二条第一項第一号か

ら第四号まで並びに第

二項第一号及び第二号

並びに第十八条第一項

第十条第一項、第十条 離婚をし、又はその婚 第二十八条の二に規定する関係を解消した場

の二並びに第十二条第 姻が取り消された場合 合

一項第一号及び第二項

第一号
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0茅ヶ崎市営住宅条例（茅ヶ崎市営住宅条例の一部を改正する条例（令和 6年茅ヶ崎市

条例第 号）の規定による改正前のもの）

（入居者の資格）

第 6条 市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

fil市内に住所又は勤務場所を有すること。

竿現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情

にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。）があること。

坦その者の収入が次に掲げる場合に応じ、それぞれに定める金額を超えないこと。

工入居者又は同居者に障害者基本法（昭和 45年法律 84号） 2条第 1号に規定する障害

者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれに定める程度のものがある場合

214,000円

辺身体障害 身体障害者福祉法施行規則（昭和 25年厚生省令第 15号）別表第 5号に規定

する 1級から 4級までのいずれかに該当する程度

且精神障害（知的障害を除く。以下同じ。） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施

行令（昭和 25年政令第 155号）第 6条第 3項に規定する 1級又は 2級に該当＿する程度

辺知的障 害 （イ）に規定する精神障害の程度に相当する程度

4 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合 2 1 4, 0 0 0円

辺戦傷病者特別援護法（昭和 38年法律第 16 8号）第 2条第 1項に規定する戦傷病者でそ

の障害の程度が恩給法（大正 12年法律第48号）別表第 1号表ノ 2に規定する特別＿項症か

ら 6項症まで又は同法別表第 1号表ノ 3に規定する第 1款症のもの

且原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成 6年法律第 11 7号）第 11条第 1項の

規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

叫海外からの引揚者（次項第4号に規定する者を除く。）で本邦に引き揚げた日から起算し

て 5年を経過していないもの

旱ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律（平成 13年法律第 63 

号）第 2条に規定するハンセン病療養所入所者等

之入居者が 60歳以上の者であり、かつ、同居者ーのいずれもが60歳以上又は 18歳未満の者

である場合 2 1 4, 0 0 0円

三 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 21 4, 0 0 0円

主 市営住宅が、法第 8条第 1項若しくは第 3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政

援助等に関する法律（昭和 37年法律第 15 0号）第22条第 1項の規定による国の補助に係

るもの又は法第8条第 1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住

宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 2 1 4, 0 0 0円

立 アからオまでに掲げる場合以外の場合 1 5 8, 0 0 0円

坦現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

坦その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律（平成 3年法律第77号）第 2条第 6号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」と

いう。）でないこと。

2 前項第 1号及び第 3号から第 5号までに掲げる条件を具備する次に掲げる者（身体上又は精神上

著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、

又は受けることが困難であると認められる者を除く。）は、同項第 2号の規定にかかわらず、現に

同居し、又は同居しようとする親族がない場合であっても、規則で定める規模の市営住宅に入居す

ることができる。

(1) 6 0歳以上の者

(2) 障害者基本法第 2条第 1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ

、それぞれに定める程度のもの

ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第 5号に規定する 1級から 4級までのいずれかに
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該当する程度

イ 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第 6条第 3項に規定する 1級か

ら3級までのいずれかに該当する程度

ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 生活保護法（昭和 25年法律第 14 4号）第 6条第 1項に規定する被保護者

(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成 6年法律第 30号）第 14条第 1項に規定する支援給付（中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成

1 9年法律第 12 7号）附則第4条第 1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成 25年法律第 10 

6号）附則第 2条第 2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。）を受

けている者

(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成 13年法律第 31号）第 1条

第 2項に規定する被害者又は同法第 28条の 2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者

で次のいずれかに該当するもの

ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第 3条第 3項第 3号（同法第 28 

条の 2において準用する場合を含む。）の規定による一時保護又は同法第 5条（同法第 28条

の 2において準用する場合を含む。）の規定による保護が終了した日から起算して 5年を経過

していない者

イ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第 10条第 1項（同法第 28条の

2において準用する場合を含む。）の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該

命令がその効力を生じた日から起算して 5年を経過していないもの

(6) 前項第 3号イ（ア）から（エ）までのいずれかに該当する者

3 市長は、前 2項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、規則で市営住宅に入居するこ

とができる者の資格に制限を加えることができる。
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令和 5年 5月 19日 金曜日 官 報 （号外第 106号） 12 

3 2 第 第 第九を 璽 条 下 で め

第- ｛関懇-璽- 第第- -の第- 四笥にい に保護閤 立申と―法ニ ニー
定めrし-条行へ施期 附

は三条第ー第 のに及び ‘塑
よてよ い条第 五十条 の三ニニ

る0 適/1lし新法第十る゚ 新第十法て1-しこう いと こ保令事件證命三条笈＿第附且七'1 下の1こニに ー及び第十第表』同＿ 十八麿 一 ぁ 十 四ーニー 項—
るこ 十万 次に十条中 年一十九 条 る八 項百六第―百= 百+ 

の 係後以うの に十 日の 日ヽ則 円第次 に条中7 規す定第＝ 八 相手＇条の 十―項―十 五
‘八 立申ーる こ法律 おー 誓〖 下以三ーの-第十 -百‘ 

施行条第 条事件に第十条 い条条 第十条 る項第 条第 ― を二中 条 条 条第
て第 さ ににてのの

施打す 令ヽ

の第条条 万—第
係関二項ー一の

前日ー に二にれ よ係 改規定 罰金 五を＝門四
二のにあ竺の項から表璽ハ

披害者‘ 配偶者 →ー特定係ぎ洟|いコれ— 記録し 子竜 竜子魯情報る若しく れたれたさ事項又項 つ項つる及びるる屈事I 正 項加条第 項

さにの てい及びてい保護命令 改正舒過器措 規定 歪和一/‘ に又え をま

並ひる加を項中第四第条
れ規定は 適第は 第十条 後 公布

処す第はる一 で のら な 調書 は 事項事項丑右 第は年 ゜項L—ヽ ー―― 
た 用し 三‘ の 民の 四 る五 百の に相，手え—第 項 ー

規竺れけば 送付し し—項
項同 ‘ ‘項並なのの一~配偶者か 亨訴訟等法 u 

月 条゚ の万下 第十 ‘四ま項

に行施 鹿frび従お印ヽ9j 立申＿の 正 B 
の 下 ，円に 二を---,及び項まで‘ の 組讐 ‘ くの= r 

条第一特定『 ーを で— 第+項中
改に下の 又は は規定か の 冠成r反び規定す後以日 日第十にのてに規定ら 芭 ら ぬ1ご 使；；， 項同1ご

前 例係はの との
廊閑

規定 しめ第土ー の一祠条
条同同条＇ 用す のよりるに に二にる‘暴 い一 にくる

項第- 並びr↓ 下に 条第-に再度さ さ第条よ事件 こ力 う。部
逗、土は 。

召 反 第 の る 悶臣れれるのの-を 号改に第二--‘項—第規定す のを 所ア
のる た一゜に法律止防 則附改 し――

表堕除＜ 規則 にイル
立て申項同に 保護命令 項及ひ つていの及ひ 第ー正する

た て項1 ― 
及びめ項第第十条 二るだ

秘璽 を 条 一-゚／ で定 記録にし を加
第ニ ‘ーの号‘係関

係に規定す の第二 盗胃の被害省の 条第法律
加え のを めさ記録

る ＼ 申． 項門日 四
次 漏らっ• え ‘ 

彗魯同豆予信の
し 条同‘ ― 次条， ー 及びを二る

事件に度再る てに規定の 施行‘以下保證笞 号9ご各和四l 喜
者たは 第を を号＇ 第＝第+‘＇ 条第相手- こ ぁ十の砿し 送

つの つは 前Hこ 掲げ年法且
に

とる八ょーな 付す

い立申 い‘ のに る 胄 ‘三-第-—•l 

加えを 項一の 号並び一一項第—を い相手条 l2--一+ れけば

て て施行 に条す関 規定 る 一十三

る゚項→第十条第中＇ににー‘ 条第ニ項第 一号から• 特定係名-関 〗麿公 る

はては さに
塁 年—+

‘に ‘日 れおる の四
以下 条と 1 一条

以下かのら る•E規第の一な係 な後以 たい法律 塵行 十 は

おるお 保円 て 八 のし r
従前事件 従前にさ 一施行へ下以 の日 号。 当

拘禁 第‘ 一ヽ
第'二第

誓 二＇号四
のにのれ 則附 刑＝ ， 年 十 号改に
例つ 例る の且面 弓ロ 又十 一八のま る

内

閣

総

理

大

臣

岸

田

文

雄

法

務

大

臣

齋

藤

健

厚
生
労
働
大
臣
加
藤
勝
信

（
民
事
訴
訟
法
等
改
正
法
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
の
経
過
措
懺
）

第
三
条
新
法
第
十
四
条
の
二
か
ら
第
十
四
条
の
四
ま
で
の
規
定
は
、
民
事
訴
訟
法
等
改
正
法
の
施
行
の
日
の
前
日
ま

で
の
間
は
、
適
用
し
な
い
。

2

附
則
第
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
民
事
訴
訟
法
等
改
正
法
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間

に
お
け
る
新
法
第
二
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
第
七
十
一
条
第
二
項
、
第
九
十
一
条
の
―
-
‘

第
九
十
二
条
第
九
項
及
び
第
十
項
、
第
九
十
二
条
の
二
第
二
項
、
第
九
十
四
条
、
第
百
条
第
二
項
、
第
一
編
第
五
章

第
四
節
第
一
二
款
、
第
百
十
一
条
、
第
一
編
第
七
章
、
第
百
三
十
三
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
百
三
十
三
条
の

＿
―
-
第
二
項
、
第
百
五
十
一
条
第
三
項
、
第
百
六
十
条
第
二
項
、
第
百
八
十
五
条
第
一
二
項
、
第
二
百
五
条
第
二
項
、
第

二
百
十
五
条
第
一
一
項
、
第
二
百
二
十
七
条
第
一
＿
項
並
び
に
第
二
百
三
十
二
条
の
二
の
規
定
を
除
く
。
）
を
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
八
十
七
条
の
二
の
規
定
を
除
く
。
）
を
準
用

す
る
」
と
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
買
）

第
四
条
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
施
行
の

H
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
刑
法
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で
の
問
に
お
け
る
新
法
第
三
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
拘

禁
刑
」
と
あ
る
の
は
、
「
懲
役
」
と
す
る
。
刑
法
施
行
日
以
後
に
お
け
る
刑
法
施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
同
条

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

（
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
一
二
十
三
年
法
律
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
第
十
六
号
中
「
第
十
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
十
条
の
二
」
を
加
え
る
。

（
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
六
条
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
一
六
の
項
イ
中
「
第
四
項
ま
で
」
の
下
に
「
又
は
第
十
条
の
―
-
」
を
加
え
、
同
表
の
一
七
の
項
ホ
中

「
第
十
七
条
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
三
項
]
を
加
え
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
七
条
こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
憧
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措

置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
検
討
）

第
八
条
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
一
＿
一
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
新
法
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
新
法
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

も
の
と
す
る
。
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6

第
二
項
第
四
号
及
び
第
五
号
の
「
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
等
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
行
為
（
電

話
を
か
け
る
こ
と
及
び
通
信
文
等
を
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
い
う
。

一
電
子
メ
ー
ル
（
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第

二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
メ
ー
ル
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
そ
の
受
信
を
す
る
者
を
特
定
し
て
情
報
を
伝
達
す
る

た
め
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
の
送
信
を
行
う
こ
と
。

二
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す

る

．

あ

っ

、

内

閣

、

P

．
め
る
も
の
を
い

1

口

の

目

を

う

こ

と

。

第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
退
去
等
命
令
）

第
十
条
の
二
被
害
者
（
配
偶
者
か
ら
の
身
体
に
対
す
る
暴
力
又
は
生
命
等
に
対
す
る
脅
迫
（
被
害
者
の
生
命
又
は
身

体
に
対
し
害
を
加
え
る
旨
を
告
知
し
て
す
る
脅
迫
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
者
に
限
る
。

以
下
こ
の
条
及
び
第
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
配
偶
者
（
配
偶
者
か
ら
の
身
体
に
対
す
る
暴
力
又
は
生

命
等
に
対
す
る
脅
迫
を
受
け
た
後
に
、
被
害
者
が
離
婚
を
し
、
又
は
そ
の
婚
姻
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
配
偶
者
で
あ
っ
た
者
。
以
下
こ
の
条
、
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か

ら
更
に
身
体
に
対
す
る
暴
力
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
生
命
又
は
身
体
に
重
大
な
危
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が
大

き
い
と
き
は
、
．
裁
判
所
は
、
被
害
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
当
該
配
偶
者
に
対
し
、
命
令
の
効
力
が
生
じ
た
日
か
ら
起

算
し
て
二
月
間
（
被
害
者
及
び
当
該
配
偶
者
が
生
活
の
本
拠
と
し
て
使
用
す
る
建
物
又
は
区
分
建
物
（
不
動
産
登
記

法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
条
第
二
十
二
号
に
規
定
す
る
区
分
建
物
を
い
う
。
）
の
所
有
者
又
は
賃

借
人
が
被
害
者
の
み
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
被
害
者
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
六
月
間
）
、
被
害
者
と
共
に

生
活
の
本
拠
と
し
て
い
る
住
居
か
ら
退
去
す
る
こ
と
及
び
当
該
住
居
の
付
近
を
は
い
か
い
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を

命
ず
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
申
立
て
の
時
に
お
い
て
被
害
者
及
び
当
該
配
偶
者
が
生
活
の
本
拠
を
共
に
す
る
場

合
に
限
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
」
を
「
接
近
禁
止
命
令
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
以

下
「
退
去
等
命
令
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
」
を
「
接
近
禁
止
命

令
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
身
体
に
対
す
る
暴
力
又
は
生
命
等
に
対
す
る
脅
迫
」
を
「
身
体
に
対
す
る
暴
力
等
」

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3

退
去
等
命
令
の
申
立
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
に
も
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
申
立
人
の
住
所
又
は
居
所
の
所
在
地

二
当
該
申
立
て
に
係
る
配
偶
者
か
ら
の
身
体
に
対
す
る
暴
力
又
は
生
命
等
に
対
す
る
脅
迫
が
行
わ
れ
た
地

第
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
接
近
禁
止
命
令
等
の
申
立
て
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
十
条
第
一
項
」
を
「
接

近
禁
止
命
令
及
び
第
十
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
（
以
下
「
保
護
命
令
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中
「
身
体

に
対
す
る
暴
力
又
は
生
命
等
に
対
す
る
脅
迫
」
を
「
身
体
に
対
す
る
暴
力
等
」
に
改
め
、
「
状
況
」
の
下
に
「
（
当
該
身
体

に
対
す
る
暴
力
等
を
受
け
た
後
に
、
被
害
者
が
離
婚
を
し
、
又
は
そ
の
婚
姻
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該

配
偶
者
で
あ
っ
た
者
か
ら
の
身
体
に
対
す
る
暴
力
等
を
受
け
た
と
き
に
あ
っ
て
は
、
当
該
配
偶
者
で
あ
っ
た
者
か
ら
の

身
体
に
対
す
る
暴
力
等
を
受
け
た
状
況
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
配
偶
者
か
ら
の
更
な
る
身
体
に
対
す

る
暴
力
又
は
配
偶
者
か
ら
の
生
命
等
に
対
す
る
脅
迫
を
受
け
た
後
の
配
偶
者
か
ら
受
け
る
身
体
に
対
す
る
暴
力
」
を
「
前

号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
配
偶
者
か
ら
の
更
な
る
身
体
に
対
す
る
暴
力
等
」
に
、
「
身
体
に
重
大
な
」
を
「
心
身
に
重

大
な
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
に
よ
る
命
令
」
の
下
に
「
（
以
下
こ
の
号
並
び
に
第
十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に

お
い
て
「
三
項
命
令
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
当
該
命
令
」
を
「
当
該
三
項
命
令
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」

を
「
前
二
項
」
に
、
「
同
項
第
五
号
イ
か
ら
二
ま
で
」
を
「
第
一
項
第
五
号
イ
か
ら
二
ま
で
又
は
前
項
第
三
号
イ
か
ら
二

ま
で
」
に
、
「
同
項
第
一
号
」
を
「
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
「
第
四
号
ま
で
」
の
下
に
「
又
は
前
項
第
一
号
及
び
第
二

号
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2

退
去
等
命
令
の
申
立
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
配
偶
者
か
ら
の
身
体
に
対
す
る
暴
力
又
は
生
命
等
に
対
す
る
脅
迫
を
受
け
た
状
況
（
当
該
身
体
に
対
す
る
暴
力

又
は
生
命
等
に
対
す
る
脅
迫
を
受
け
た
後
に
、
被
害
者
が
離
婚
を
し
、
又
は
そ
の
婚
姻
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
で

あ
っ
て
、
当
該
配
偶
者
で
あ
っ
た
者
か
ら
の
身
体
に
対
す
る
暴
力
又
は
生
命
等
に
対
す
る
脅
迫
を
受
け
た
と
き
に

あ
っ
て
は
、
・
当
該
配
偶
者
で
あ
っ
た
者
か
ら
の
身
体
に
対
す
る
暴
力
又
は
生
命
等
に
対
す
る
脅
迫
を
受
け
た
状
況

を
含
む
。
）

二
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
配
偶
者
か
ら
更
に
身
体
に
対
す
る
暴
力
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
生
命
又
は
身

体
に
重
大
な
危
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が
大
き
い
と
認
め
る
に
足
り
る
申
立
て
の
時
に
お
け
る
事
情

三
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
又
は
警
察
職
員
に
対
し
、
前
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
相
談
し
、

又
は
援
助
若
し
く
は
保
護
を
求
め
た
事
実
の
有
無
及
び
そ
の
事
実
が
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
当
該
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
又
は
当
該
警
察
職
員
の
所
属
官
署
の
名
称

口
相
談
し
、
又
は
援
助
若
し
く
は
保
護
を
求
め
た
日
時
及
び
場
所

ハ
相
談
又
は
求
め
た
援
助
若
し
く
は
保
護
の
内
容

二
相
談
又
は
申
立
人
の
求
め
に
対
し
て
執
ら
れ
た
措
置
の
内
容

第
十
三
条
中
「
保
護
命
令
」
を
「
接
近
禁
止
命
令
、
第
十
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
命
令
及
び
退

去
等
命
令
（
以
下
「
保
護
命
令
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
二
項
中
「
二
ま
で
」
の
下
に
「
又
は
同
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
二
ま
で
」
を
加
え
、
「
相
談
し
」
を
「
相

談
し
、
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（

期

日

の

呼

出

し

）

．

第
十
四
条
の
二
保
護
命
令
に
関
す
る
手
続
に
お
け
る
期
日
の
呼
出
し
は
、
呼
出
状
の
送
達
、
当
該
事
件
に
つ
い
て
出

頭
し
た
者
に
対
す
る
期
日
の
告
知
そ
の
他
相
当
と
認
め
る
方
法
に
よ
っ
て
す
る
。

2

呼
出
状
の
送
達
及
び
当
該
事
件
に
つ
い
て
出
頭
し
た
者
に
対
す
る
期
日
の
告
知
以
外
の
方
法
に
よ
る
期
日
の
呼
出

し
を
し
た
と
き
は
、
期
日
に
出
頭
し
な
い
者
に
対
し
、
法
律
上
の
制
裁
そ
の
他
期
日
の
不
遵
守
に
よ
る
不
利
益
を
帰

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
期
日
の
呼
出
し
を
受
け
た
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
し
た
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

（
公
示
送
達
の
方
法
）

第
十
四
条
の
三
保
護
命
令
に
関
す
る
手
続
に
お
け
る
公
示
送
達
は
、
裁
判
所
書
記
官
が
送
達
す
べ
き
書
類
を
保
管
し
、

い
つ
で
も
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
に
交
付
す
べ
き
旨
を
裁
判
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
て
す
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
立
て
等
）

第
十
四
条
の
四
保
護
命
令
に
関
す
る
手
続
に
お
け
る
申
立
て
そ
の
他
の
申
述
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
立
て
等
」

と
い
う
。
）
の
う
ち
、
当
該
申
立
て
等
に
関
す
る
こ
の
法
律
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
書
面
等
（
書
面
、
書
類
、

文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る

情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
も
っ
て
す
る
も
の
と
さ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
裁
判
所
に
対
し
て
す
る
も
の
（
当
該
裁
判
所
の
裁
判
長
、
受
命

裁
判
官
、
受
託
裁
判
官
又
は
裁
判
所
書
記
官
に
対
し
て
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
法
令
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
申
立
て
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
用
い
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
申
立
て
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
立
て
等
を
書
面
等
を
も
っ
て
す
る
も
の
と
し
て
規

定
し
た
申
立
て
等
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
規
定
す
る
書
面
等
を
も
っ
て
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
申
立
て

等
に
関
す
る
法
令
の
規
定
を
適
用
す
る
。

3

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
申
立
て
等
は
、
同
項
の
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ

イ
ル
ヘ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
、
当
該
裁
判
所
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

4

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
立
て
等
に
関
す
る
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
署
名
等
（
署
名
、
記
名
、
押
印

そ
の
他
氏
名
又
は
名
称
を
書
面
等
に
記
載
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
立
て
等
を
す
る
者
は
、
当
該
法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
署
名
等
に
代

え
て
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
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3協議会は、被害者に関する情報その他被害者の保護を図るために必要な情報の交換を行うととも第十条第三項中「第一項本文に規定する」を「第一項の」に、「第一項第一号の規定による命令」を

に、被害者に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。「接近禁止命令」に改め、「、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため」を削り、「同

4協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公号の規定による命令」を「接近禁止命令」に、「六月」を「一年」に改め、「ならないこと」の下に「及

表しなければならない。び当該子に対して前項第二号から第十号までに掲げる行為（同項第五号に掲げる行為にあっては、電

5協議会は、第一二項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係機話をかけること及び通信文等をファクシミリ装置を用いて送信することに限る。）をしてはならないこ

関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。と」を加え、同条第四項中「第一項本文に規定する」を「第一項の」に、「第一項第一号の規定による

（秘密保持義務）命令」を「接近禁止命令」に改め、「、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため」を

第五条の三協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、協議会の事務に削り、「同号の規定による命令lを「接近禁止命令」に、「六月」を「一年」に改め、同条に次の一項を

関して知り得た秘密を漏らしてはならない。加える。

2市町村は、単独で又は共同して、協議会を組織することができる。移動し得る状態にする行為として政令で定める行為をすること。

その他の関係者（第五項において「関係機関等」という。）により構成される協議会（以下「協議会」十その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置を取り付けること、位置情報

という。）を組織するよう努めなければならない。記録・送信装置を取り付けた物を交付することその他その移動に伴い位置情報記録・送信装置を

第五条の二都道府県は、単独で又は共同して、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るた録・送信装置を含む。）により記録され、又は送信される当該位懺情報記録・送信装償の位置に係

め、関係機関、関係団体、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関連する職務に従事する者る位置情報を政令で定める方法により取得すること。

（協議会）めるものをいう。以下この号及び次号において同じ。）（同号に規定する行為がされた位置情報記

正当な理由がなく、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を淵らしてはならない。九その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置（当該装置の位置に係る位置情報

第四条中「指導」を「援助」に改める。（地理空間情報活用推進基本法（平成十九年法律第六十三号）第二条第一項第一号に規定する位

第二章中第五条の次に次の三条を加える。置情報をいう。以下この号において同じ。）を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定

5前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、る電磁的記録その他の記録を送信し」に改め、同項に次の二号を加える。

官

―――配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を実施するために必要な当該都道府磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ

県、関係地方公共団体及び民間の団体の連携及び協力に関する事項る記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。）

第三条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。に係る記録媒体その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に四き、又はその性的羞恥心を害す

報 （号外第 106号）

る

一て一年間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項におい

一て同じ。）その他の場所において被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その
法律第三十号

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律

次げ汀員[O防止及び誓者の保護等に関する法律（平成十――一年法律第一二十一号）の一部]□心□戸二彗鱈戸〗いい口言謬〗琵疇ぃ□言震いい：よる命令」を「同項目次中「第五条」を「第五条の四」に、「•第一二十条」を「ー第一―-+―叫Tに改める。ーの規定による命令（以下「接近禁止命令」という。）」に改め、「、その生命又は身体に危害が加えられ第二条中五自立を支援することを含め、その適切な保護」を「保護（被害者の自立を支援することることを防止するため」を削り、「同号の規定による命令」を「接近禁止命令」に、「六月」を「一年」
を含む。以下同じ。）」に改める。に、「の各号に掲げるいずれの行為も」を「に掲げる行為を」に改め、同項第四号中「かけ、」の下に「文

第二条の二第二項第三号中「その他」を「前一―一号に掲げるもののほか、」に改め、「の実施」を削り、書を送付し、通信文その他の情報（電気通信（電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二

同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号及び第六項第一号において同じ。）の送信元、送信先、

三配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を実施するために必要な国、地方公共通信日時その他の電気通信を行うために必要な情報を含む。以下この条において「通信文等」という。）

団体及び民間の団体の連携及び協力に関する事項を」を加え、「電子メールを送信する」を「電子メールの送信等をする」に改め、同項第五号中ぶかけ、」

第二条の三第二項第三号中「その他」を「前一―一号に掲げるもののほか、」に改め、同号を同項第四号の下に一通信文等を」を加え、「電子メールを送信する」を「電子メールの送信等をする」に改め、同
しゅう

とし、同項第二号の次に次の一号を加える。項第八号中「性的羞恥心」を「性的羞恥心」に改め、「又は」を削り、「その他の物を送付し」を「、電

御 ゜〗
ムT 名
和
五
年 御
五
月 璽
十
九
日

内

［ 
臣

岸
田

斎

被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加

える旨を告知してする音迫（以下この章において「身体に対する暴力等」という。）を受けた者に限

る。以下この条並びに第十二条第一項第三号及び第四号において同じ。）が、配偶者（配偶者からの

身体に対する暴力等を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあって

は、当該配偶者であった者。以下この条及び第十二条第一項第一一号から第四号までにおいて同じ。）

からの更なる身体に対する暴力等により、その生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きい

ときは、裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日から起算し

か
ら
の
暴
力
の
防
止

各
被

喜
の

畠等
に

皐
る

靡
の

部
を
改
正
す
る

誓
を
ヽ
<..... 

し-

に

凰

第十条の見出しを「（接近禁止命令等）」に改め、同条第一項を次のように改める。

第五条の四前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定め
る。

（協議会の定める事項）
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報告第 1号

「報告第 1号専決処分の報告について」の経過報告

事故発生日時

事故発生場所

事故当事者

令和 5年 11月 21日 午前 10時 45分頃

柳島海岸 12 8 0番 44号

相手方 市内在住の男性

当方茅ヶ崎市

経過

令和 5年 1 1月 21日 事故発生

令和 5年 1 1月 21日 生活支援課より資産経営課へ事故発生の連絡を受

ける。

令和 5年 1 1月 22日 事故発生を公益社団法人全国市有物件災害共済

会の基幹システムにて事故登録し、電話で連絡

する。

令和 5年 1 2月 25日 専決処分をする。

損害賠償の額の内訳

区 分 茅ヶ崎市 相手方

損害額 39,600円

（算出内訳）
（修理費）

39,600円

過失割合 100% 0%  

賠償額 3 9,600円

（算出内訳）

（相手方の損害額）

39,600円 X 1 0 0 % 

=39, 600円
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